
 

 

２．技術提案評価型の例 
実施フロー例（技術提案評価 S 型（通常型・政府調達協定対象外）の場合） 

 
 ○○庁舎改修建築その他工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（注）※1は、日曜日、土曜日、祝日等を含まない。 
   ※2 は、技術提案を求める項目が少なく、かつ、その難易度が低いものについては、当該標準日数

を 10 日以上として差し支えないものとする。 
      ※3 は、競争参加資格がないと認めた理由の説明要求がなかった場合には、６日（休日含まず。） 

とし、当該説明要求等があった場合には、必要日数を延期するものとする。 

競争参加資格確認資料等の提出期限 

技術審査会 

入札・契約手続運営委員会 

競争参加資格がないと認めた理由 

の説明要求 

理由の説明要求への回答 

開   札 

入札時ＶＥ審査委員会 

技術審査会 

入札・契約手続運営委員会 

◀ 【様式例 1：総合評価の概要資料の例】 

◀ 【様式例 2：入札公告の例】公   告 

◀ 【様式例 3：入札説明書の例】

◀ 【様式例 4：評価点の検討

資料の例】 

入札説明書の交付開始 

入札時ＶＥ審査委員会 

◀ 【様式例 5：資料提出者へ

の通知様式の例】 
競争参加資格の確認結果の通知 

◀ 【様式例 7：契約書の例】

◀ 【様式例 6：落札者の決定根拠を示す公表

用資料の例】 

入   札 

契   約 

25 日～30 日 
（※2） 

10 日～20 日 

6 日 
（※1,※3） 

1 日 
（※2） 
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 様式例 1：総合評価の概要資料の例（P205～P208） 
内部委員会等において総合評価の概要（総合評価方式、求める技術提案の概要、評価項目、

配点等）を説明する資料の例。 

 

 様式例 2：入札公告の例（P209～P220） 
 

 様式例 3：入札説明書の例（P221～P256） 
 

 様式例 4：評価点の検討資料の例（P257） 
内部委員会等において評価点を検討する資料の例。 

技術提案を提出した者の施工計画について、設計内容や工事現場に適合するかの観点で採

用・不採用を案として示す。 

 

 様式例 5：資料提出者への通知様式の例（P258～P260） 
資料提出者への技術提案の採用・不採用の通知書式の例。 

 
 様式例 6：入札者の順位の決定根拠を示す公表用資料の例（P261） 

技術加算点と入札価格により落札者を決定したことを示す公表用資料の例。 

 

 様式例 7：契約書の例（P262～P264） 
落札者との契約に当たって、技術提案に関する内容を契約書に記載した例。 
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１．工　事　概　要
：

：

：

：

：

： 敷地面積： 〇，〇〇〇 ㎡

１．建物
１）庁舎
構　　　造： 鉄筋コンクリート造　地上５階
建築面積：
延べ面積：
用　　　途： 庁舎
工事内容： 新築１棟
その他　車庫、自転車置場　新築２棟

： 一般競争入札 【 技術提案評価型S型（ＷＴＯ） 】
： 〇，〇〇〇万円以上
： Ⅲ（やや難）
： 60点
： 30点

２．総合評価項目〔技術提案評価型Ｓ型（WTO）〕段階的選抜方式

一次審査 二次審査

◎ 30

◎ 30

4

2

0

◎ 4

◎ 0

◎ 2

◎ 0

○ 1

○ 1

○ 1

○ 1

○ 1

4

2

0

◎ 4

◎ 3

○ 2

○ 2

30 60

３．施工体制評価項目

評価の
有無

合計

◎ 15

◎ 15

30

必須
／

選択
合計

技術提案評価型
Ｓ型（ＷＴＯ）

60

企
業
の
高

度
な

技
術
力

工事全般の施工計画
「本工事における騒音・振動・粉塵の発生抑制に関する具体的な施工
計画」

項目 細目 評　価　項　目

今回評価
（配点）

加算点計

「本工事におけるコンクリート躯体工事の品質確保に対する具体的な
提案」

技術提案［ＶＥ提案］

評　価　項　目

　・より高い同種性が認められる
　　「提出された工事経験が、地上５階以上かつ杭地業を有する経験
　であるもの」

　・高い同種性が認められる
　　「提出された工事経験が、地上５階以上又は杭地業を有する経験
　であるもの」

　・同種性が認められる
「提出された工事経験が、上記以外のもの」

同種工事の工事成績（資格要件で求めた実績）

優秀工事技術者表彰

登録基幹技能者等の活用

災害協定の締結

ワーク・ライフ・バランス関連認定制度

品質確保の実効性
30

施工体制確保の確実性

施工体制評価点　計

自由設定項目
同種工事における監理技術者等としての工事経験

継続教育（ＣＰＤ）の取得状況

配
置
予
定
技
術
者
の
技
術
力

配置予定技術者の
技術力

同種工事の工事経験（過去１５年間）

◎

15

◎

15

　・より高い同種性が認められる
　　「提出された施工実績が、地上５階以上かつ杭地業を有する実績
　であるもの」

　・高い同種性が認められる
　　「提出された施工実績が、地上５階以上又は杭地業を有する実績
　であるもの」

　・同種性が認められる
　　「提出された施工実績が、上記以外のもの」

工事成績（過去３年間）

工事成績（減点要素）

優良工事等表彰（優良工事）

事故及び不誠実な行為（減点要素）

優良下請企業の活用

企
業
の
技
術
力

企業の
施工能力

同種工事の施工実績（過去１５年間）

自由設定項目

新技術に対する取組み

概 算 工 事 費
難 易 度
加 算 点
施 工 体 制 評 価 点

入 札 方 式

工 事 名 〇〇〇庁舎建築工事

工 事 場 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇

工 期 契約の翌日から平成〇年〇月〇日まで

　約〇，〇〇〇㎡
　約〇，〇〇〇㎡

工 事 種 別 建築工事

工 事 概 要 　本工事は、〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇において〇〇〇庁舎建築工事の施工を行うものである。
本施設に入居する〇〇〇及び〇〇〇は、既存庁舎の耐震性の不足や老朽化、狭あいが進み、経年劣化による施設
の不備から、著しく事業に支障が生じているため、本庁舎の整備を行うものである。

工 事 内 容
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shimono-e28y
テキストボックス
（様式例１：総合評価の概要資料の例）



【
技

術
提

案
評

価
型

 
Ｓ

型
（

Ｗ
Ｔ

Ｏ
）

】
〇

〇
〇

庁
舎

建
築

工
事

・
評

価
値

の
算

定
方

法
評

価
値

＝
（

標
準

点
＋

加
算

点
＋

施
工

体
制

評
価

点
）

÷
入

札
価

格
標

準
点

　
　

　
　

１
０

０
点

加
算

点
　

　
　

　
　

６
０

点
予

定
価

格
の

範
囲

内
で

、
①

工
事

全
般

の
施

工
計

画
（

最
大

加
算

点
３

０
点

）
、

②
Ｖ

Ｅ
提

案
（

最
大

加
算

点
３

０
点

）
の

配
点

で
最

大
加

算
点

６
０

点
を

与
え

る
。

施
工

体
制

評
価

点
　

３
０

点

・
工

事
全

般
の

施
工

計
画

及
び

Ｖ
Ｅ

提
案

と
し

て
求

め
る

項
目

ﾍ
ﾟ
ﾅ
ﾙ
ﾃ
ｨ

標
準

案

①
工

事
全

般
の

施
工

計
画

　
　

（
施

工
上

配
慮

す
べ

き
事

項
等

の
技

術
的

所
見

）

Ⅴ
(
3
0
点

)

Ⅳ
(
2
3
点

)

Ⅲ
(
1
5
点

)

Ⅱ
(
8
点

)

Ⅰ
(
0
点

)

欠
格

②
技

術
提

案
［

Ｖ
Ｅ

提
案

］
　

　
　

　
【

性
能

・
強

度
等

（
性

能
・

機
能

）
】

Ⅴ
(
3
0
点

)

Ⅳ
(
2
3
点

)

Ⅲ
(
1
5
点

)

Ⅱ
(
8
点

)

Ⅰ
(
3
点

)

不
採

用

工
事

概
要

提
案

の
範

囲
（

評
価

項
目

）
提

案
事

例
提

案
対

象
範

囲

非
常

に
優

れ
た

内
容

の
施

工
計

画
で

あ
る

。

Ⅴ
・

Ⅲ
の

中
間

の
施

工
計

画
で

あ
る

。

標
準

的
な

施
工

計
画

よ
り

も
優

れ
た

施
工

計
画

で
あ

る
。

Ⅲ
・

Ⅰ
の

中
間

の
施

工
計

画
で

あ
る

。

標
準

的
な

施
工

計
画

で
あ

る
。

未
提

出
で

あ
る

、
又

は
全

て
の

提
案

が
不

適
切

で
あ

る
も

の
。

最
大

配
点

　
３

０
点

内
容

が
具

体
的

で
大

き
な

効
果

が
期

待
で

き
る

優
れ

た
提

案
で

あ
る

。

Ⅴ
・

Ⅲ
の

中
間

の
提

案
で

あ
る

。

内
容

が
具

体
的

で
効

果
が

期
待

で
き

る
優

れ
た

提
案

で
あ

る
。

Ⅲ
・

Ⅰ
の

中
間

の
提

案
で

あ
る

。

標
準

案
よ

り
も

優
れ

て
い

る
が

、
効

果
が

あ
ま

り
期

待
で

き
な

い
提

案
で

あ
る

。

全
て

の
提

案
が

、
標

準
案

と
同

程
度

で
あ

り
効

果
が

期
待

で
き

な
い

も
の

又
は

実
施

を
認

め
な

い
も

の
。

最
大

配
点

　
３

０
点

建
築

工
事

本
工

事
に

お
け

る
騒

音
・

振
動

・
粉

塵
の

発
生

抑
制

に
関

す
る

具
体

的
な

施
工

計
画

技
術

提
案

の
加

算
点

本
工

事
に

お
け

る
コ

ン
ク

リ
ー

ト
躯

体
工

事
の

品
質

確
保

に
対

す
る

具
体

的
な

提
案

技
術

提
案

の
加

算
点

工
事

成
績

評
定

の
減

（
－

５
）

設
計

図
書

①
　

○
○

○
○

②
　

○
○

○
○

③
　

○
○

○
○

②
　

○
○

○
○

　
本

工
事

は
、

○
○

県
○

○
市

○
○

町
○

-
○

に
お

い
て

○
○

○
庁

舎
建

築
工

事
の

新
築

工
事

を
行

う
も

の
で

あ
る

。
　

工
事

場
所

の
近

隣
に

は
、

共
同

住
宅

及
び

店
舗

等
が

近
接

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
敷

地
周

辺
に

対
し

特
段

の
配

慮
を

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 
 
ま

た
、

本
庁

舎
は

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
で

あ
り

、
外

壁
の

ひ
び

割
れ

防
止

及
び

良
好

な
表

面
の

仕
上

が
り

状
態

の
確

保
が

必
要

で
あ

る
。

敷
地

面
積

：
　

〇
,
〇

〇
〇

m
2

１
．

建
物

１
）

庁
舎

　
　

 
 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
構

 
 
 
 
造

：
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

　
　

　
　

　
　

地
上

〇
階

　
建

築
面

積
：

約
〇

,
〇

〇
〇

m
2

　
延

べ
面

積
：

約
〇

,
〇

〇
〇

m
2
　

　
　

　
 
 

　
用

　
　

途
：

庁
舎

　
工

事
内

容
：

新
築

１
棟

そ
の

他
　

車
庫

、
自

転
車

置
場

　
新

築
２

棟

　
本

工
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、

〇
〇

県
〇

〇
市

〇
〇

町
〇

-
〇
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て

〇
〇

〇
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舎
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築
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を
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。
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は
、
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び

店
舗
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近
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ら
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敷

地
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辺
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対
し

特
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す
る

こ
と

が
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あ
る
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こ
の

た
め

、
本

工
事

の
敷

地
周
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に
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す

る
騒

音
・

振
動

・
粉

塵
の

発
生

抑
制

に
関

す
る

具
体

的
な

施
工

計
画

を
求

め
る

。
 
 
な

お
、

提
案

項
目

と
し

て
以

下
の

３
項

目
に

つ
い

て
は

、
必

ず
記

載
す

る
こ

と
。

 
　

 
１

．
建

設
機

械
か

ら
発

生
す

る
「

騒
音

対
策

」
に

係
わ

る
施

工
計

画
 
　

 
２

．
工

事
車

両
の

敷
地

内
で

の
通

行
に

伴
い

発
生

す
る

「
振

動
対

策
」

に
係

わ
る

施
工

計
画

 
　

 
３

．
敷

地
外

へ
の

「
粉

塵
飛

散
対

策
」

に
係

わ
る

施
工

計
画

〈
提

案
の

対
象

外
と

す
る

提
案

項
目

〉
　

　
①

　
参

考
図

で
示

し
た

仮
設

の
取

止
め

・
変

更
を

伴
う

提
案

（
た

だ
し

、
参

考
図

で
示

し
た

　
　

　
仮

設
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取
止

め
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変
更

を
伴

わ
な

い
仮

設
の

追
加

に
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い
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は
提

案
し

て
よ

い
。

提
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に
　

　
　

基
づ

い
て

実
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す
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仮
設
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関

す
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す
べ

て
の

責
任

は
、

受
注

者
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あ
る
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の
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す

る
。

）
　

　
②

　
誘

導
員

の
配

置
に

関
す

る
提

案

工
事

成
績

評
定

の
減
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－
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）

設
計

図
書

①
　

○
○

○
○

②
　

○
○
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○

③
　

○
○

○
○

④
　

○
○

○
○

⑤
　

○
○

○
○

 
本

工
事

は
、

〇
〇

県
〇

〇
市

〇
〇

町
〇

-
〇

に
お

い
て

〇
〇

〇
庁

舎
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築
工

事
の

新
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を
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う
も

の
で

あ
る

。
　

本
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設
は

鉄
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コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
で

あ
る

た
め

、
外
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の
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び
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防
止

及
び

良
好

な
表

面
の

仕
上

が
り

状
態

を
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保
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

　
こ

の
た

め
、

本
工

事
に

お
け

る
コ

ン
ク
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ト
躯

体
工

事
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筋
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コ
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ク
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す
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体
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な
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な
お
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に
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必
ず
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１
．

外
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の
ひ

び
割

れ
防

止
対

策
に

係
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る
提
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２
．
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ク
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ー
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填
不

良
対

策
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係
わ

る
提
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３
．

施
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資
す

る
提

案
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品
質

確
保

に
つ

い
て

は
標

準
案

と
同

程
度

で
あ

っ
て

も
可

）
　

　
　

（
施

工
合

理
化

と
は

、
品

質
及

び
安

全
性

を
確

保
し

つ
つ

、
プ

レ
ハ

ブ
化

、
ユ

ニ
ッ

ト
化

、
 
 
 
 
 
 
 
 
自

動
化

施
工

（
Ｉ

Ｃ
Ｔ

施
工

、
ロ

ボ
ッ

ト
活

用
等

）
、

Ｂ
Ｉ

Ｍ
の

活
用

な
ど

、
合

理
的

な
 
 
 
 
 
 
 
 
施

工
方

法
を

採
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、

現
場

の
作

業
時

間
を

短
縮

す
る

な
ど

、
生

産
性

を
 
 
 
 
 
 
 
 
向

上
さ

せ
る

こ
と

を
い

う
。

）

〈
提

案
の

対
象

外
と

す
る

提
案

項
目

〉
　

①
　

品
質

確
保

の
た

め
の

施
工

体
制

に
関

す
る

も
の

の
う

ち
、

委
員

会
の

設
置

に
関

す
る

提
案

　
②

　
基

礎
及

び
基

礎
梁

に
関

す
る

提
案

206



207



208



1 

 

入札公告（建設工事） 

 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 平成〇〇年〇月〇日 

 

                      支出負担行為担当官 

                〇〇〇〇〇局長 〇〇 〇〇 

 

 

◎調達機関番号 〇〇〇 ◎所在地番号 〇〇 

 

１ 工事概要 

（１）品目分類番号 〇〇 

 

（２）工 事 名 〇〇〇〇〇〇建築その他工事 

 

（３）工事場所 〇〇県〇〇市〇〇番〇号 

 

（４）工事内容 

（Ａ工事） 

         工事内容：〇〇〇〇〇庁舎の新築工事及び関連工事、既存〇〇〇〇〇庁舎の 

一部改修工事、既存車庫等のとりこわし工事を行う。 

         建物用途：庁舎 

         構  造：鉄骨鉄筋コンクリート造 

         建物規模：延べ面積 〇，〇〇〇㎡、地上〇階建 地下〇階 

         敷地面積：〇，〇〇〇㎡ 

 

（Ｂ工事） 

工事内容：〇〇〇〇〇〇庁舎の新築工事及び関連工事、既存〇〇〇〇〇〇庁舎の 

とりこわし工事を行う。 

         建物用途：庁舎 

         構  造：鉄骨鉄筋コンクリート造 

         建物規模：延べ面積 〇，〇〇〇㎡、地上〇階建 

 

（５）工  期  

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準

備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。 

余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設置することを要しない。また、現場に搬入しない

資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。

なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 

工  期：平成〇〇年〇月〇日から平成〇〇年〇月〇日まで 

（余裕期間：契約締結日の翌日から平成〇〇年〇月〇日まで） 
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（指定部分：Ａ工事、平成〇〇年〇月〇日まで） 

なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間

は適用しない。 

 

（６）使用する主要な資機材 

     コンクリート：約〇，〇〇〇m3、鉄筋：約〇，〇〇〇ｔ、鉄骨：約〇，〇〇〇ｔ 

 

（７） 本工事は、入札時に施工計画等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落

札者を決定する総合評価落札方式（技術提案評価型（Ｓ型））の工事のうち、品質確保の為の体制

その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評

価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 

 

（８） 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。ただ

し、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。 

 

（９） 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年法律第１０４号）に

基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 

 

（１０）  本工事においては、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、紙入札の申請

に関しては、〇〇〇〇〇〇局〇〇部〇〇課に承諾願を提出して行うものとする。 

 

（１１）  本工事は、入札説明書等を電子入札システムからダウンロードする適用工事である。 

 

（１２）  本工事は、ISO9001認証取得を活用した監督業務等の取り扱いの対象工事である。ただし、低入札

価格調査の対象となった場合を除く。 

 

（１３）  本工事は、『「公共工事の品質確保に関する新たな取組」の試行運用について』（H〇.〇.〇〇〇

〇〇第〇号他）に基づき、入札説明書別紙１「低入札価格調査制度調査対象工事に関する事項」

により、低入札価格調査制度調査対象工事に対する取り組みを行う試行工事である。 

 

（１４）  本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、工事の監督補助並びに

安全対策を目的として、工事現場にモニターカメラを設置するものとする。 

なお、モニターカメラの設置費用については、工事の監督補助として活用するものについては発

注者が負担するが、工事現場内の安全対策として活用するものについては受注者が負担するものと

する。 

 

（１５）  本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、ビデオ撮影により不可

視部分の出来形管理を行うものとする。 

なお、ビデオ撮影した映像については、監督職員へ提出するものとする。 

 

（１６）  本工事は、遠隔地からの建設資材等の調達に係る費用について、調達の実態を反映し契約変更の

ための積算方法等を適用する試行工事である。 
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（１７）  本工事は、遠隔地からの労働者確保に要する費用について、労働者確保の実態を反映して契約変

更のための積算方法等を適用する試行工事である。 

なお、以下の遠隔地から労働者を確保するために要する費用を変更対象とする。 

イ） 共通仮設費：共通仮設費率に含まない費用（宿舎等に要する費用） 

ロ） 現場管理費：労務管理費（募集及び解散に要する費用並びに賃金以外の食事、通勤費等に要

する費用） 

 

（１８）  本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である（詳細は入札説明書による。）。 

 

（１９）  快適トイレの設置 

本工事は、現場及び技術に関する説明事項に記載の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則

とする。 

 

（２０） 本工事は、週休２日促進工事（受注者希望方式）の対象工事である（詳細は現場及び技術に関す

る説明事項による。）。 

 

（２１）  本工事は、一次審査の審査評価点の合計が上位１０者（ただし、１０番目の審査評価点と同点の

者が複数いる場合は、その全ての者を含む。）以外の競争参加者による入札は無効とする段階的選

抜方式の対象工事である。 

 

（２２）  本工事は、段階的選抜方式において、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業を評価する対

象工事である。 

 

 

２ 競争参加資格 

次に掲げる条件を満たしている者、又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工

事共同企業体（以下「特定ＪＶ」という。）であって「競争参加者の資格に関する公示」（平成〇〇年〇

月〇〇日付け〇〇〇〇〇〇局長）に示すところにより、〇〇〇〇〇〇局長から〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

建築その他工事に係る特定ＪＶとしての競争参加資格の認定を受けている者であること。 

 

（１） 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）（以下「予決令」という。）第７０条及び第

７１条の規定に該当しない者であること。 

 

（２） 〇〇〇〇〇局における建築工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法

（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始

の決定後、当該〇〇〇〇局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けているこ

と。）。 

 

（３） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開

始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

 

（４） 〇〇〇〇〇〇局における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項（共通事項）

について算定した点数（経営事項評価点数）が１，２００点以上であること。ただし、特定ＪＶの
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代表者以外の構成員については、経営事項評価点数が１，１００点以上であること（上記（２）の

再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が１，２００点以上であるこ

と。ただし、上記（２）の再認定を受けた特定ＪＶの代表者以外の構成員にあたっては、当該再認

定の際に、経営事項評価点数が１，１００点以上であること。）。 

 

（５）平成１５年度以降に、元請けとして完成・引き渡しが完了した次に掲げる要件を満たす同種工事の

施工実績を有すること（受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績

は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率

に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。）。 ただし、下記実績は同一建

物の工事であること。 

 

 同種工事とは、以下の（ア）の要件を満たす新築又は増築（増築にあっては増築部分）工事（躯体、

外装のほか、内装を含む建築一式工事）とする。 

 

 （ア） ・建物用途  事務所・庁舎又は類似施設 

・構  造  鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造（複合構造を含む） 

     ・階  数  地上５階建以上かつ地下１階以上 

     ・規  模  延べ面積 １０，０００㎡以上 

     

ただし、特定ＪＶの代表者又は、経常建設共同企業体の構成員のうちの１社が、上記（ア）の要件

を満たす同種工事の実績を有していればよい。 

 

 

なお、特定ＪＶの代表者以外及び経常建設共同企業体のその他の構成員は、平成１５年度以降に元

請けとして以下に掲げる同種工事の実績を有すること。 

 

同種工事とは、以下の（イ）の要件を満たす新築又は増築（増築にあっては増築部分）工事（躯体、

外装のほか、内装を含む建築一式工事）の実績を有すること。 

  

（イ） ・建物用途  事務所・庁舎又は類似施設 

・構  造  鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 

又は鉄骨造（複合構造を含む） 

     ・階  数  地上４階建以上 

    ・規  模  延べ面積 ３，０００㎡以上 

 

（ア）及び（イ）の建物用途において同種工事として認める類似施設とは、事務室（上級室を含む。）、

会議室、研修室、人文科学系研究室及びこれらに類する室（いずれも空気調和設備を有する部分に限

る）の面積（これに付随する共用部分を含む。）が当該施設の延べ面積の過半を占める施設を指すも

のとする。 

また、複合用途建築物については、同種工事として認める建物用途部分が同種工事として求める建

物規模以上ある建築物については、同等の施工実績があるものと見なし、同種工事として認める建物

用途の部分が全体の過半を占め、かつ全体が同種工事として求める建物規模以上ある建物についても、

同等の施工実績があるものと見なす。 
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なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部、地方整備局、北海道開発局（農業水産事業部門を除く）の

発注工事又は、工事成績相互利用適用対象工事（※）に係る実績である場合にあっては、工事成績評定

通知書の評定点が６５点未満であるもの又は工事成績評定の通知を受けていないものを除く。 

 

※工事成績相互利用適用対象工事とは、入札説明書別紙４に示す工事成績相互利用登録発注機関が発注した工

事とする。（以下同じ。） 

 

 

（６） 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 

なお建設業法第２６条第３項及び建設業法施行令第２７条第１項に該当する場合は、当該技術者は

専任でなければならない。 

なお、本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、

主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。 

 

①  １級建築施工管理技士若しくは、一級建築士の免許を有する者又は国土交通大臣がこれらの者

と同等以上の能力を有するものと認定した者であること。 

 

②  平成１５年度以降に、元請けの技術者として上記（５）（ア）に掲げる同種工事の経験を有す

る者であること（受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績は、

出資比率が２０％以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に

関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。）。 

ただし、１人の主任（監理）技術者が同種工事の全ての要件を満たさなければならない。 

また、特定ＪＶ又は、経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれか１人の主任（監理）

技術者が同種工事の経験を有していればよい。 

 なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部、地方整備局、北海道開発局（農業水産事業部門を除く）

の発注工事又は工事成績相互利用適用対象工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定

通知書の評定点が６５点未満であるもの又は工事成績評定の通知を受けていないものを除く。（工

事成績評定通知書の再発行等については、５年以内のものは該当工事発注事務所にて、それ以前

のものは営繕部技術・評価課に申請すれば再発行が可能である。ただし、工事成績相互利用適用

対象工事は対象外。） 

さらに、当該実績が、工期１年未満の工事にあっては工期の半分未満の従事期間、工期１年以

上の工期の工事にあっては６ヶ月未満の従事期間である場合は実績として認めない。 

 

③  監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 

 

④  配置予定の主任（監理）技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、そ

の旨を明示することができる資料を提出するものとし、その明示がなされない場合は入札に参加

できないことがある。また、次に掲げる通達において定められた在籍出向の要件に適合しない場

合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。ま

た、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を

解除する。 

 １）｢建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇

用関係の確認の事務取扱いについて｣ 

 ２）｢官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的か
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つ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)｣ 

 ３）｢親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒

常的な雇用関係の取扱い等について（改正）｣ 

 ４）｢持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の

取扱いについて(改正)｣ 

 

（７） 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」

という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、〇〇〇〇〇〇局長から工事請負契約に係る

指名停止等の措置要領（昭和５９年３月２９日付け建設省厚第９１号）に基づく指名停止を受けて

いないこと。 

なお、特定ＪＶを結成して申請書を提出した者の構成員の一部が指名停止措置を受けたことによ

り、残余の構成員が新たな特定ＪＶを結成して特定ＪＶの認定及び競争参加資格の確認申請を行う

場合及び残余の構成員が単独で競争参加資格の確認申請を行う場合においては、平成３０年４月２

６日以降の認定及び確認申請に係るものについては、競争参加資格を認めない。 

 

（８） 上記１に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関

連がある又は特別な提携関係等がある建設業者でないこと。 

 

（９） 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 

   ① 資本関係 

    次のいずれかに該当する二者の場合。 

     （イ）子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。

（ロ）において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。（ロ）にお

いて同じ。）の関係にある場合 

 （ロ）親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

   ② 人的関係 

     以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、（イ）については、会社等（会社法施行規則（平

成 18 年法務省令第 12 号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が

民事再生法（平成 11 年法律第 225号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更

生会社（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第２条第７項に規定する更正会社をいう。）であ

る場合を除く。 

   （イ）一方の会社等の役員（株式会社の取締役（指名委員会等設置会社にあっては執行役）、持分

会社（合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。）の業務を執行する社員、組合の理事

又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

  （ロ）一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64条第２項又は会社更生法第 67 条第

１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を現に兼ねている場合 

   （ハ）一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

  ③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

     組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②

と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

 

（１０）  警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国

土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

214

tokuo-e2np
四角形



7 

３ 一次審査に関する事項 

競争参加資格があると認められた者について、工事請負業者選定事務処理要領（昭和４１年１２月２３

日付け建設省厚第７６号）第１６の指名基準を踏まえ、４（１）Ⅰによって得られる審査評価点の上位１

０者までを選抜し、（１０者目の審査評価点が、同数となる者が複数存する場合はそれらの者を含む。）

技術提案書の提出要請を行うものとする。 

 

４ 総合評価に関する事項等 

（１）本工事の総合評価は以下のとおり実施する。 

(ア)  一次審査における審査評価点の算出においては、下記Ⅰ 一次審査項目について、評価点を評

価基準に従って与え、審査評価点を算出する。（最大得点 30.0点） 

(イ)  二次審査における加算点の算出においては、下記Ⅱ 二次審査項目について、評価点を評価基

準に従って与え、加算点を算出する。（最大得点 60.0 点） 

 

Ⅰ 一次審査 

下記１）～３）の項目における審査評価点の合計の上位１０者までを選抜する。ただし、１０者目の

審査評価点が複数いる場合は、その者全ての者を含む。 

また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、〇〇〇〇〇〇局において

競争参加資格を確認の上、上記２（５）の同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、選抜者に

加える。 

１）配置予定技術者の能力 

２）企業の施工実績 

３）事故及び不誠実な行為に対する評価 

 

Ⅱ 二次審査（選抜された者） 

３に示す「一次審査に関する事項」により選抜された者の中から、下記６（２）２）①の期間内に技

術提案書を提出した者を対象に実施する。 

 

１）施工体制（施工体制評価点） 

①品質確保の実効性                ： １５点 

②施工体制確保の確実性              ： １５点 

２）技術提案（加算点） 

  ◆工事目的物の性能・機能に関する事項 

    ③品質の向上                   ： ３６点 

  ◆社会的要請に関する事項 

    ④環境の維持                    ： １２点 

    ⑤特別な安全対策                 ： １２点 

 

（２） ３に示す「一次審査に関する事項」により選抜された者は、価格及び技術資料をもって入札を行

い、（ア）の要件に該当する者のうち、（イ）によって得られる標準点、施工体制評価点（０～３

０点）及び加算点（０～６０点）の合計を入札価格で除した数値（以下、「評価値」という。）の

最も高い者（複数存在する場合は（ウ）による。）を落札者とする。 

(ア)評価対象要件 

① 入札価格が予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 
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② 評価値が標準点（１００点）を予定価格で除した数値（以下、「基準評価値」という。）に

対して下回らないこと。 

(イ)評価方法 

①標準点 

当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合には、

標準点１００点を与える。 

 

②施工体制評価点及び加算点 

③の評価項目について、施工体制評価点及び加算点を与える。 

③評価項目及び得点配分 

評価項目(Ⅱ ①～⑤)毎に評価を行い、①及び②における評価点の合計点を施工体制評価点

とし、③～⑤における評価点の合計点を加算点とする。 

(ウ)評価値の最も高い者が２人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。 

 

（３）技術提案資料の作成 

技術提案資料は入札説明書に基づき作成するものとする。 

 

（４）ヒアリングの実施（施工体制の審査） 

どのように施工体制を構築し、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現確実性の向上に

つながるかを審査するためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料を求め

ることがある。（詳細は入札説明書による。） 

 

（５）その他 

技術提案に基づく施工計画の採否については、二次審査の結果として、電子入札システム（紙に

より申請した場合は、紙）により通知する。 

 

５ 担当部局 

   〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇市〇〇区〇丁目〇〇番〇号（〇〇〇〇〇庁舎）  

         〇〇〇〇〇〇局 〇〇部 〇〇課 〇〇係  

         電話 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇（代） （内線〇〇〇〇） 

 

６ 入札説明書の交付及び申請書の提出に係る事項 

（１）入札説明書の交付 

①交付期間： 別表１．①に示す期間。 

②交付場所： 上記５に同じ。 

③その他 ： 電子入札システムにより交付する。ただし、電子入札に対応していない等の理由で 

ダウンロードによる入手ができない場合は、交付終了日の２日前までに４の担当部 

局に連絡すること。 

 

（２）申請書の提出方法 

１） 申請書及び一次審査に関する資料 

 ①提出期間： 別表１．②に示す期間。 

 ②提出場所： 上記５に同じ。 

 ③提出方法：（ア）電子入札の場合 
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電子入札システムにより提出。ただし、容量が３MBを超える場合は、提出 

場所へ持参し、又は郵送等（郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等 

のものに限る。提出期間内必着。以下同じ。）により提出すること。 

            （イ）紙入札方式による場合 

提出場所へ持参し、又は郵送等により提出すること。 

            （ウ）申請書及び資料等は、提出期限以降の内容変更及び取り下げは認めない。 

ただし、取り下げについては入札説明書に示す場合を除く。 

 

２） 二次審査に関する資料（選抜された者） 

４（１）Ⅰに掲げる一次審査で選抜された者は、次に従い技術提案書を提出すること。 

①提出期間： 別表１．③に示す期間。 

②提出場所： 上記５に同じ。 

③提出方法：（ア）電子入札の場合 

電子入札システムにより提出。ただし、容量が３MB を超える場合は、提出 

場所へ持参し、又は郵送等（郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等 

のものに限る。提出期間内必着。以下同じ。）により提出すること。 

            （イ）紙入札方式による場合 

提出場所へ持参し、又は郵送等により提出すること。 

            （ウ）申請書及び資料等は、提出期限以降の内容変更及び取り下げは認めない。 

ただし、取り下げについては入札説明書に示す場合を除く。 

なお、二次審査に関する資料を上記期限までに提出しない場合は、本入札を辞退

したものと見なし、二次審査に関する資料を提出しない者がした入札についても、

当該入札を無効とするので、留意すること。 

 

（３）入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 

①提出期間：別表１．④に示す期間 

②提出場所：上記５に同じ。 

③提出方法：提出場所へ持参し、又は郵送等により提出すること。 

 

（４）入札、開札の日時、場所及び入札書の提出方法 

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、支出負担行為担当官（以下、「当職」

という。）の承諾を得た場合は、紙により〇〇〇〇〇〇局〇〇部〇〇課に持参又は郵送（書留郵便

に限る。）すること。電送（ファクシミリ）による提出は認めない。 

①入札書の締切日時 

 （ア）電子入札対応の場合：別表１．⑤に示す期日。 

 （イ）紙入札方式による場合：上記（ア）に同じ。 

②開札の日時及び場所 

 開札は、別表１．⑥に示す日時に以下の場所にて行う。 

 〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇市〇〇区〇丁目〇〇番〇号（〇〇〇〇〇庁舎） 

       〇〇〇〇〇〇局 〇〇課 〇〇室 

 

（５） 電子入札により送信された入札書（紙入札による参加が認められている場合は、提出された入札

書。）については、入札心得第６条各号に該当するものを除き、入札金額の誤記入又は積算ミス等
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により意図しない金額による入札を行った場合においても有効なものとして取り扱うこととなるの

で留意すること。 

また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として、指名停止措置が講じられるので留

意すること。 

 

７ その他 

（１）契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 

（２）入札保証金及び契約保証金 

① 入札保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行〇〇支店）。ただし、利付国債の提供（取扱官

庁 〇〇〇〇〇〇局）又は銀行等の保証（取扱官庁 〇〇〇〇〇〇局）をもって入札保証金の納

付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた

場合は、入札保証金を免除する。 

② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行〇〇支店）。ただし、利付国債の提供（取扱官

庁 〇〇〇〇〇〇局）又は金融機関若しくは保証事業会社の保証（取扱官庁 〇〇〇〇〇〇局）

をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付

し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 

 

なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。 

 

（３）入札の無効 

本公告における選抜を受けていない者のした入札、選抜を受けた者であっても、申請書又は資料

に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

 

（４）落札者の決定方法 

予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記３に定めるところ

に従い、評価値の最も高い者を落札者とする。 

  ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履

行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の

秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範

囲内で、当職の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者

を落札者とすることがある。 

 

（５）総合評価落札方式に伴う技術提案 

本工事における施工計画の提出にあたって、入札説明書の別冊図面及び別冊仕様書に示された図

面及び仕様書（標準案）の内容について、これと異なる施工方法等（技術提案）で施工しようとす

る場合は、その内容を示した施工計画を提出すること。 

技術提案による施工計画が適正と認められない場合または標準案により施工しようとする場合は、

標準案による施工を行うことを示す資料を提出すること。 

また、提出を行う技術提案書の作成にあたっては、当該入札に参加しようとする他の技術提案提

出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等を行ってはならない。これに違反した場

合は、当該入札に係る競争参加資格を与えないものとする。 
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（６） 配置予定技術者と建設業法第７条第２号又は第１５条第２号に定める営業所の専任技術者（以下

「営業所の専任技術者」という。）の重複確認 

本工事が建設業法第２６条第３項に該当する場合、入札に参加し落札者となった者は、落札決定

後、契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資

料を提出するものとする。 

 

（７）配置予定技術者の確認 

落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、

契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外

は、申請書の差替えは認められない。 

 

（８） 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をも

って契約するときは、専任の監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配置を求めること

がある（詳細は入札説明書による。）。 

 

（９）契約締結後の技術提案 

契約締結後、請負者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代

金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、当職に提案すること

ができる。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。 

提案が適正であると認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められるときは請

負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。 

 

（１０）手続きにおける交渉の有無  無。 

 

（１１）契約書作成の要否  要。 

 

（１２） 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により

締結する予定の有無  無。 

 

（１３）関連情報を入手するための照会窓口  上記５に同じ。 

 

（１４）一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 

上記２（２）に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記６（２）により申請書及

び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参

加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認及び選抜を受けていなければならない。 

当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」（平成３０年３

月３０日付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示）別記に

掲げる当該者（当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。）の本店所在地

（日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。）の区分

に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提

出したときに限り、〇〇〇〇〇〇局〇〇部〇〇課（〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇〇

〇〇－〇〇－〇 〇〇〇〇〇〇庁舎 電話〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇）においても当該一般競争参

加資格の認定に係る申請を受け付ける。 
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12 

（１５）詳細は入札説明書による。 

 

８ Summary 

（１） Official in charge of disbursement of the procuring entity ：xxxxx xxxxx  

Director-General of xxxxx 

（２） Classification of the services to be procured ： xx 

（３） Subject matter of the contract ： Construction work for establishment of the xxxx  

National Government Building No.x 

（４） Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the 

qualification : 12:00 P.M. (xxx) xx xxxx 20xx  

（５） Time-limit for the submission of technical proposal ： 12:00 P.M. (noon) x xxxx 20xx 

（６） Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 12:00 

P.M.(noon) x xxxx 20xx (tenders bring with 12:00 P.M.(noon) x xxxx 20xx Or submitted 

by mail 12:00 P.M.(noon) x xxxx 20xx

（７）Contact point for tender documentation ： The Contract Division, xxxxxx, x-xx-x, 

xxxxxx, xxxx Ward, xxxx City, xx-xxxx, Japan, TEL +81-xx-xxx-xxxx 

EX.xxxx 

 

 

 

 

 別表１ 本入札手続きに係る期間等 

① 入札説明書の交付期間 平成〇〇年〇月〇日（〇）から平成〇〇年〇月〇日（〇）ま

での土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１８

時００分まで。（最終日は入札書受付締切予定時刻である１２

時００分。） 

② 申請書及び一次審査に関する

資料等の提出期間 

平成〇〇年〇月〇日（〇）から平成〇〇年〇月〇日（〇 

）までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時３０分から

１７時００分まで。（ただし、最終日は１２時００分まで。） 

③ 二次審査に関する資料（選抜

された者）の提出期間 

平成〇〇年〇月〇日（〇）から平成〇〇年〇月〇日（〇）ま

での土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時３０分から１７

時００分まで。（ただし、最終日は１２時００分まで。） 

④ 入札保証金の納付等に係る書

類の提出期間 

平成〇〇年〇月〇日（〇）から平成〇〇年〇月〇日（〇）ま

での土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７

時００分まで。（最終日は入札書受付締切予定時刻である１２

時００分。） 

⑤ 入札書の締切日時 平成〇〇年〇月〇日（〇） １２時００分 

⑥ 開札の日時 平成〇〇年〇月〇日（〇） １０時００分 
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１

２ 　契約担当官等

　　支出負担行為担当官  〇〇〇〇〇〇局長　〇〇　〇〇

　〒〇〇〇－〇〇〇〇　〇〇市〇〇区〇丁目〇〇番〇号（〇〇〇〇〇庁舎）

３

（１）

（２)

（３）

（４）

  ここに記載の無い工事概要は、入札公告１．（６）～（２２）のとおりとする。

４ 　競争参加資格

　競争参加資格は、 入札公告２．（１）～（１０）のとおりとする。

５ 　一次選抜に関する事項

６

（１）

Ⅰ　一次審査

入　札　説　明　書

　公告日　平成〇〇年〇月〇〇日

　工事概要

　総合評価に関する事項等

　なお、この入札説明書と入札公告に齟𪘚がある場合は、入札公告を優先するものとする。

　本工事の総合評価は以下のとおり実施する。

　工 事 名　　〇〇〇〇〇〇建築その他工事

　工事場所　　〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番〇〇号

　工事内容　　別冊図面及び別冊仕様書のとおり。

　工　　期　　入札公告１．（５）のとおり。

（ア）

（イ）

　〇〇〇〇〇〇局の〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇建築その他工事に係る入札公告（建設工事）に基づ
く一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

　競争参加資格があると認められた者について、工事請負業者選定事務処理要領（昭和４１年
１２月２３日付け建設省厚第７６号）第１６の指名基準を踏まえ、６（１）Ⅰによって得られ
る審査評価点の上位１０者までを選抜（１０者目の審査評価点が、同数となる者が複数存する
場合はそれらの者を含む。）を行うものとする。

　一次審査における審査評価点の算出においては、下記Ⅰ　一次審査項目について、評価点を
評価基準に従って与え、審査評価点を算出する。（最大得点30.0点）

　二次審査における加算点の算出においては、下記Ⅱ　二次審査項目について、評価点を評価
基準に従って与え、加算点を算出する。（最大得点60.0点）

　下記１）～３）の項目における審査評価点の合計の上位１０者までを選抜する。ただし、１
０者目の審査評価点が複数いる場合は、その者全ての者を含む。

　また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、〇〇〇〇〇〇局
において競争参加資格を確認の上、上記入札公告２（５）の同種工事の施工実績として妥当と
判断された場合、選抜者に加える。

1
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　配置予定技術者の能力

　配置予定技術者を複数登録した場合は、評価が最も低い者を評価点の対象とする。

評価項目

工事実績

新築・増築の実績

同種性が認められる工事

より同種性の高い工事

（ア）

②

１）

内容に関する留意事項

　同種性が認められる工事で設定した要
件を満足し、かつ、次の（ア）の要件を
満足する工事

・構造 鉄骨鉄筋コンクリート造

・階数 地上〇階建以上
かつ地下〇階以上

・規模 延べ面積　〇〇〇㎡以上

①

④

③

⑤

元請けとして、平成〇〇年度以降に完成した工事で、下記条件に該当
する同種工事の施工実績を（別記様式３）に記載すること。ただし、
記載する工事は１件とする。なお、（別記様式３）に参加資格要件で
申請した同種工事が下記条件を満足する場合は、重複して記載しても
よい。
 また、提出された同種工事の施工実績は個人住宅以外を評価する。
（個人住宅以外とは、公共性のある施設で、建設業法施行令第２７条
第１項の各号に定める工事。）

　同一工事において、入札公告２(５)に
掲げるすべての要件を満足する工事

　当該実績が大臣官房官庁営繕部、地方整備局（港湾空港部及び港
湾・空港関係事務所を除く（以下「対象部局」という））、北海道開
発局（河川・道路、営繕事業部門）の発注工事又は工事成績相互利用
適用対象工事（※）に係る実績である場合にあっては、工事成績評定
通知書の写しを添付すること。なお、工事成績評定通知書の評定点が
６５点未満のもの又は工事成績評定の通知を受けていないものは（工
事成績評定の対象となっていない工事は除く。）実績として認めな
い。

　①に記載した工事について、ＣＯＲＩＮＳの工事カルテの写しを添
付すること。なお、当該資料で上記要件が判別できない場合は設計図
書等判別できる資料も添付すること。ＣＯＲＩＮＳに登録していない
場合は、契約図書等の写しを添付すること。

　①に記載した工事について、配置予定技術者の従事役職及び従事期
間を明確にできる資料を添付すること。

　評価は、より同種性の高い工事において監理（主任）技術者あるい
は現場代理人として従事、より同種性の高い工事において担当技術者
として従事、または、同種性が認められる工事において監理（主任）
技術者あるいは現場代理人として従事の順で評価する。

※ 工事成績相互利用適用対象工事とは、別紙４に示す工事成績相互利用
登録発注機関が発注した工事（以下同じ。）

・建物
　用途

事務所・庁舎又は類似施設
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工事成績

①に記載した表彰について、表彰状の写しを添付すること。

①

①

③

　大臣官房官庁営繕部、地方整備局（対象部局）、北海道開発局（河
川・道路、営繕事業部門）の発注工事又は工事成績相互利用適用対象
工事の建築工事のうち元請として平成〇〇年度以降に完成した工事で
申請された工事の工事成績評定通知書の評定点の高いものを優位に評
価する。（別記様式３）に記載するとともに、工事成績評定通知書の
写しを添付すること。申請できる工事成績は１件とする。

② 　①に記載した工事について、ＣＯＲＩＮＳの工事カルテの写しを添
付すること。なお、ＣＯＲＩＮＳに登録していない場合は、契約図書
の写しを添付すること。

③ 　①に記載した工事について、配置予定技術者の従事役職及び従事期
間を明確にできる資料を添付すること。

④ 　①に記載した工事について、工期１年未満の工事にあっては工期の
半分未満の従事期間、工期１年以上の工期の工事にあっては６ヶ月未
満の従事期間である場合は原則実績として認めない。

表彰（優秀技術者）
（建築、木造建築、プ
レハブ建築工事）（建
築部門））に限る）

　直近４ヶ年度（平成〇〇年度（平成〇〇年度完成工事）～平成〇〇
年度（平成〇〇年度完成工事））において、配置予定技術者が大臣官
房官庁営繕部、地方整備局（対象部局）、北海道開発局（河川・道
路、営繕事業部門）から表彰（若手優秀技術者、優秀技術者）を受け
た実績がある場合、その内容を（別記様式３）の「技術者表彰」の欄
に記載すること。

②

評価は、局長表彰又は大臣官房官庁営繕部長表彰、事務所長表彰又は
保全指導・監督室長表彰又は部長表彰の順で優位に評価するが、申請
できる表彰実績は１件とする。
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　企業の施工実績

評価項目

工事実績

新築・増築の実績

同種性が認められる工事

同種性の高い工事

（ア）

より同種性の高い工事

工事成績

　発注者が保有するデータで評価する。（提出資料はなし。）

２）

②

参加資格要件の同種工事に記載した工事の施工実績により評価する。
また、提出された同種工事の施工実績は個人住宅以外を評価する。
（個人住宅以外とは、公共性のある施設で、建設業法施行令第２７条
第１項の各号に定める工事。）

　同一工事において、入札公告２(５)に
掲げるすべての要件を満足する工事

　同種性が認められる工事で設定した要
件を満足し、かつ、次の（ア）の要件を
満足する工事

・構造 鉄骨造（複合構造を含む）

・階数 地上〇階建以上
かつ地下〇階以上

内容に関する留意事項

①

　上記［配置予定技術者の能力］の工事
実績①に同じ

・規模 延べ面積　〇〇〇㎡以上

②

　①に記載した工事について、ＣＯＲＩＮＳの工事カルテの写しを添
付すること。なお、当該資料で上記要件が判別できない場合は設計図
書等判別できる資料も添付すること。ＣＯＲＩＮＳに登録していない
場合は、契約図書等の写し及び工事の内容が確認できる資料等を添付
すること。
　評価は、より同種性の高い工事、同種性の高い工事の順で優位に評
価する。

　元請として平成〇〇年〇〇月〇日～平成〇〇年〇月〇〇日までに完
成した当該工事種別の〇〇〇〇〇〇局（対象部局）の発注工事及び工
事成績相互利用適用対象工事の工事成績評定通知書の評定点の平均点
の高いものを優位に評価する。なお、評価対象工事は、九州地方整備
局の管内の内、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県で施工された工事とする。

①

③

・建物
　用途

事務所・庁舎又は類似施設
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① 　直近２ヶ年度（平成〇〇年度（平成〇〇年度完成工事）～平成〇〇
年度（平成〇〇年度完成工事及び平成〇〇年度以降に完成を予定して
いる工事））において、企業が元請けとして大臣官房官庁営繕部、地
方整備局（対象部局）、北海道開発局（河川・道路、営繕事業部門）
から表彰（安全施工、優良施工、災害復旧等功労業者、ＶＥ提案優良
業者）又は工事成績優秀企業の認定を受けた実績がある場合、その内
容を（別記様式２）に記載すること。

表彰（安全・優良施
工、災害復旧等功労業
者、ＶＥ提案優良業
者）、工事成績優秀企
業の認定【役務は除
く】

② 　表彰及び工事成績優秀企業の認定の対象工事は、建築、木造建築、
プレハブ建築工事（建築部門）に限る。

③ 　①で記載した表彰又は認定について、表彰状又は認定書の写しを添
付すること。

④

⑤

　評価は、局長表彰又は大臣官房官庁営繕部長又は認定、事務所長表
彰又は保全指導・監督室長表彰の順で優位に評価する。

　申請できる表彰又は認定の実績は、いずれか１件とする。

　上記１）及び２）の評価項目において、添付すべき資料については、「申請書添付資料チェッ
クリスト」により作成すること。必要な添付資料がない場合、及び添付資料が判読不可能な場合
は、評価しないものとする。

　「既に解散した経常、地域及び特定建設共同企業体等（以下「解散後の建設共同企業体」とい
う）」について、単体企業又は新たな建設共同企業体として、解散後の建設共同企業体の実績で
競争参加確認申請書が提出された場合の取扱については、原則以下のとおり。

ＷＬＢ（ワーク・ライ
フ・バランス）の認定

① 　評価の対象となる資格は以下の資格とし、別記様式４－１（外国法
人の場合は、別記様式４－２）の該当する項目に○を付けること。

　・女性活躍推進法に基づく認定等（えるぼし認定企業等）※１
　・次世代法に基づく認定（くるみん・ﾌﾟﾗﾁﾅくるみん認定企業）※
２
　・若者雇用促進法に基づく認定（ﾕｰｽｴｰﾙ認定企業）※３

※１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法
律第64号）第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業（労
働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。）又は同法第8条
に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限
る。）策定している企業（常時雇用する労働者の数が300人以下のも
のに限る。）をいう。
※２ 次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）第13条又は
第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※３ 青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和45年法律第98号）第
15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。

② 　評価は、①に掲げる認定のいずれかを取得している場合（外国法人
については認定に相当していると認められる場合）に優位に評価す
る。

　別記様式４－１（外国法人の場合は、別記様式４－２）に掲げる項
目について、それぞれ該当することを証明する書類（認定通知書の写
し及び一般事業主行動計画策定・変更届（都道府県労働局の受領印
付）の写し（外国法人については内閣府男女共同参画局長による認定
等相当確認通知書の写し））を添付すること。

③
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① 　同種工事の施工実績（競争参加資格）

②  　企業の総合評価の方法　

ⅰ）工事実績：

ⅱ）工事成績：

ⅲ）表　　彰：

③ 　その他

　　ⅰ） 　経常、地域又は特定建設共同企業体等の企業の実績は認め、評価対象とする。

　　ⅱ）

ⅲ）

３） 　事故及び不誠実な行為に対する評価

※１ 　上記減点対象期間に公告日が含まれる場合に減点する。

※２

※３

※４ 　※１に該当する場合、その内容を（別記様式２）に記載すること。

※５ 　※４で記載した措置内容について、通知文書の写しを添付すること。

　単体企業又は新たな建設共同企業体の実績として、解散後の建設共同企業体
の実績を認める。

　単体企業又は新たな建設共同企業体の実績として、解散後の建設共同企業体
の成績を反映させる。

　単体企業又は新たな建設共同企業体の実績として、解散後の建設共同企業体
の表彰を評価の対象とする。

　配置予定技術者の「同種工事」の実績及び「総合評価」における評価は、解散後の建設共
同企業体の実績を認め及び評価の対象とする。

　上記①，②及び③ⅰ），ⅱ）については、建設共同企業体の構成員としての実績は、出資
比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体については出資比率は問わな
い。

　工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく、指名停止、文書注意又は口頭注意に
対する評価

 単体企業又は新たな建設共同企業体の実績として、解散後の建設共同企業体の実績を認め
る。

〇〇〇〇〇〇局の
「口頭注意」

措置日を含む１ヶ月間
加算点満点の
２．５％を

減点

〇〇地方７県の地方公共団体
の「指名停止」

指名停止期間
加算点満点の
１０％を減点

〇〇地方７県の地方公共団体
の「文書注意」

通知日を含む１ヶ月間
加算点満点の
５％を減点

措置内容 減点対象期間※１ 減点

〇〇〇〇〇〇局の
「指名停止」

指名停止期間に「指名停止期間と同期間（※）」を
加えた期間
※指名停止期間が１ヶ月未満の場合は、「同期間
　を１ヶ月間」とする。

加算点満点の
１０％を減点

〇〇〇〇〇〇局の
「文書注意【厳重注意】」

通知日を含む１ヶ月間
加算点満点の
５％を減点

　措置機関が地方公共団体の場合は、地方公共団体が自ら発注した工事に係わる措置のみと
する。当該地方公共団体発注工事に関係しない措置については、対象外とする。

　九州７県の地方公共団体とは、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児
島県の７地方公共団体とし、他地整、他省庁、各市町村、地方公社、特殊法人又は公営民間
企業等は対象外とする
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※６

Ⅱ　二次審査（選抜された者）

　

　評価項目及び得点配分

　施工体制（施工体制評価点）

　技術提案（加算点）

　工事目的物の性能・機能に関する事項

　品質の向上

・ 構造体コンクリートの施工品質向上対策 【最大２提案】

・ 建物内部への止水性能向上対策 【最大１提案】

社会的要請に関する事項

環境の維持 【最大１提案】

・ 工事期間中の周辺への騒音低減対策

特別な安全対策

・ 近隣及び通行人への安全対策 【最大１提案】

（２）

　評価対象要件

　入札価格が予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。

　５に示す「一次選抜に関する事項」により選抜された者は、価格及び価格以外の要素を
もって入札を行い、（ア）の要件に該当する者のうち、（イ）によって得られる標準点、施
工体制評価点（０～３０点）及び加算点（０～６０点）の合計を入札価格で除した数値（以
下、「評価値」という。）の最も高い者（複数存在する場合は（ウ）による。）を落札者と
する。

　ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合
した履行がなされない恐れがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが
公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、
予定価格の制限の範囲内で発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者
のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

　評価値が標準点（１００点）を予定価格で除した数値（以下、「基準評価値」という。）に
対して下回らないこと。

１）

：１５点

１）

２）

②

（ア）

①

◆

２）

：３６点

（ア）

：１２点

（イ）

施工体制確保の確実性②

品質確保の実効性①

：１５点

③

◆

⑤

：１２点④

　一次審査で選抜され、５に示す「一次選抜に関する事項」により選抜された者の中から、
下記９（１）２）①の期間内に技術提案書を提出した者を対象に実施する。

本工事の特徴

　本庁舎は、主要構造が鉄骨鉄筋コンクリート造であるため、工事施工にあたっては建物の耐
久性を確保するうえで「構造体コンクリートの施工品質向上対策」が重要であり、建物完成後
の漏水防止対策として「建物内部への止水性能向上対策」の配慮も必要である。

　本敷地は市街地に位置し、周辺には、〇〇〇〇〇庁舎、〇〇〇市役所、〇〇〇地方裁判所の
施設が隣接しており、更には小学校と近接しているため、「工事期間中の周辺への騒音低減対
策」及び「近隣及び通行人への安全対策」が必要である。

　落札・契約後に指名停止措置等を受けている企業であることが判明した場合には、契約予
定の相手方となっても、契約を締結していない段階においては、当該落札を無効として指名
停止等の措置要領により措置を行う。また、契約締結後判明した場合は指名停止等の措置要
領により措置を行う。
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　評価方法

　評価値の最も高い者が２人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。

　くじを引かせる日時及び場所については、別途指示する。

　実施上の留意事項

　工事成績評定からの減点

　なお、不履行項目が複数の場合は、その合計点とする。

　　 　違約金の徴収

　（違約金算出式）

　違約金＝当初契約額×（１－施工後の評価点／当初契約時の評価点）

　（注）施工後の評価点：技術提案書の再評価を行い、決定した評価点

　技術提案に対する留意事項

　施工体制評価点及び加算点

　標準点

（ウ）

　当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合に
は、標準点１００点を与える。

：１２点

Ⅰ

（エ）

Ⅰ

：３６点

　・環境の維持

　評価項目（（１）Ⅱ（イ）①～⑤）毎に評価を行い、①及び②における評価点の合計点を施
工体制評価点とし、③～⑤における評価点の合計点を加算点とする。

　価格及び価格以外の要素として提示された性能等に係る総合評価は、予定価格の制限の範囲
内の入札参加者について、Ⅰ、Ⅱ及びⅢにより得られる標準点、施工体制評価点及び加算点の
合計を、当該入札者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。

Ⅲ

（イ）

Ⅲ

Ⅱ

①

②

Ⅱ

　受注者により提案された技術提案が、受注者の責により実施できない場合（提案が履行でき
ない場合）は、工事成績評定から、実施できなかった項目に応じて最大下記点数を減点するも
のとする。

　受注者の責によらない場合とは、災害又は、その他特別な事情がある場合等のことをいい、
発注者と受注者の協議により決定する。

　受注者により提案された技術提案が、受注者の責により実施できない場合（提案が履行でき
ない場合）は、技術提案全体の再評価を行い、当初契約時に取得した加算点との差額分に相当
する額（下式参照）を違約金として徴収する場合がある。

　提出を行う技術提案書の作成にあたっては、当該入札に参加しようとする他の技術提案提出
者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等を行ってはならない。これに違反した
場合は、当該入札に係る競争参加資格を与えないものとする。

　・品質の向上

Ⅳ

　なお、入札参加者の申込みに係る価格（ＶＥ提案の内容に基づく施工を行うことによりコス
ト縮減の達成が可能となること及びその縮減金額を（４）③の資料において明らかにしたとき
は、コスト縮減金額として〇〇〇〇〇〇局長が認めた金額を当該入札参加者の申込みに係る価
格に加えた価格）が下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著に
なるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格（予
定価格の算定の前提とした各費用項目毎の金額に、直接工事費については75％、共通仮設費に
ついては70％、現場管理費については70％、一般管理費については30％をそれぞれ乗じ、さら
に100分の108を乗じて得た金額を合計した価格をいう。）に満たない場合は、審査を特に重点
的に行う。

　・特別な安全対策 ：１２点

　Ⅲの評価項目について、加算点及び施工体制評価点を与える。また、施工体制評価点が低い
者に対しては、加算点の付与について、別紙２のI３(４)により行うものとする。

　評価項目及び得点配分
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　その他

（３） 　技術提案資料の作成

　評価基準

　施工計画書に記載された申請書及び資料等の内容が実施できない場合は、工事成績評定へ反
映（減点）するものとする。
　ただし、災害等又はその他特別な事情がある場合等、受注者の責によらない場合は、この限
りではない。この場合は、受注者と発注者の協議により決定するものとする。

（オ）

（イ）

　標準案で施工しようとする場合には、技術提案様式－１及び様式－２（標準案と記載したも
の。）を提出すること。

①

　本工事における施工計画の提出にあたって、入札説明書の別冊図面及び別冊仕様書に示され
た図面及び仕様書（標準案）の内容について、これと異なる施工方法等（技術提案）で施工し
ようとする場合は、その内容を示した施工計画を提出すること。

②

　ただし、技術提案については、６（１）Ⅱ（イ）２）の③～⑤の評価項目（技術提案様式－
２の考査項目）は最大５提案とする。
　なお、最大提案数を超える提案がなされた場合は、その最大提案数を超える提案については
評価しない。

　受注者により提案された技術提案（実施不可「×」と評価された提案は除く）並びに申請書
及び資料等の内容については、施工計画書に記載することとし、発注者が履行の確認を行う。
　なお、履行に伴い発生する費用については、受注者により負担するものとする。

a)

　本工事の特徴を踏まえ、施工上の課題に対する工夫のポイント、かつ、その工夫の具体的施
工方法に着目し、その効果・効用とそれが得られる確実性等の優位性に対して評価する。

　加点は、提案毎に７段階（最大１２点）評価し、評価項目毎の加算点は提案毎の点数の合計
（最大６０点）とする。

加算点を与えるのは、履行状況が具体に確認、検査できるものに限る（例えば、「必要
に応じて○○する」、「○○するよう努力する」、「可能な限り○○する」という提案
には、加算点を与えない。）。

技術提案については、提案内容及び具体的な使用箇所、使用材料等、期間、規模（延長
等）、効果等を簡潔に記載すること。具体的な数量等の記載が無い場合は評価しない。

「設計図書の示す範囲を超え、標準案より工事の品質確保や向上が見込めるもの」及び
「設計図書の示す範囲内であっても、施工上の工夫で品質確保や向上が見込めるもの」
を加点評価する。

・一つの「提案内容」の欄には、一つの提案を記入。二つ以上の提案を記載していると
判断した場合は、いずれかの提案に基づき評価する。

・一つの提案で複数の効果があり、それを二つ以上に分けて「提案内容」の欄に記載し
ていると判断した場合は、一つの「提案内容」として評価する。

c)

b)

・一つの提案であるにも関わらず、適用する部位を分けるなど、それを二つ以上の「提
案内容」の欄に記載していると判断した場合は、一つの「提案内容」として評価する。

d)

（ア）

　技術提案による施工計画が適正と認められない場合または標準案により施工しようとする場
合は、標準案による施工を行うことを示す資料を提出すること。

　技術提案資料（技術提案様式－１～技術提案様式-３）は入札説明書に基づき作成し、提出
すること。

　評価に際しての基本的な考え方は、次のとおりである。
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・提案内容が抽象的なもの。

・提案の表現が曖昧なもの。

・提案の実行の有無が確認できないもの。

・技術提案と標準案に違いを確認できないもの。

・効果の程度及び範囲が適当でない、あるいは低いと判断される提案。

・新たに管理者又は地権者との協議が必要となる提案。

・その他、別添資料「技術提案書作成にあたっての条件等」に記載した事項。

（４）

別表２．②に示す期日。

　追加資料の詳細については、別紙２のとおり。

　なお、追加資料は、提出期限後の修正及び再提出は認めない。

　審査方法の概要は、別紙２のとおり。　

③

そ の 他 ：

①

　ヒアリング時に明確な説明・証明に必要と思われる資料は必ず全て持
参し、当方の求めに応じて提示すること。資料を持参しない場合、提示
できない場合及び提示された資料が明確な説明・証明になっていない場
合等については施工体制評価点を零点とするとともに加算点及び標準点
も零点とする場合がある。

ヒアリング通知等：

　どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査する
ため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをしたすべての入札参加者に対し
て、開札後速やかに、ヒアリングを実施する。

④

②

　別紙３の「追加資料に係る入札無効要件」に該当するものについて
は、競争契約入札心得第６条第１１号に該当する入札として、原則とし
て当該入札無効要件該当業者の入札を無効とする。

f) 各実施方法の評価は、着目点に対する適切性・具体性及び効果等により行うものであ
り、過度なコストを要するもの並びに数多くの工法や対策等を記載したものを優位に評
価するものではない。

e)

　ヒアリングの実施（施工体制の審査）

　入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予決令第85条に基づく調
査基準価格に満たない者に対しては、ヒアリングのための追加資料の提
出を求める。

　また、提出期限までに追加資料が提出されない場合は、下記④に基づ
き当該業者の入札を無効とする。

　ヒアリングを実施する入札参加者に対しては、ヒアリングの日時、追
加資料の提出の有無等の通知を下記別表２．⑰に示す期日の開札の後、
別表２．③に示す期日までに行う。

　追加資料の提出を求められた場合は、別表２．④に示す期日（持参に
限る）までに提出するものとする。

　なお、ヒアリングの出席者は配置予定技術者（１名）を含め最大３名
以内とし、申請された配置予定技術者（主任技術者または監理技術者）
が複数の場合、発注者が通知時に指定する配置予定技術者（主任技術者
または監理技術者）を必ず含めるものとする。

日 時：

以下の施工計画については、技術提案として評価しない。

　ただし、申し込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格（別紙２を参照のこ
と。）以上で、工事費内訳書に疑義がない入札参加者については、ヒアリングを省略する場合
がある。

資 料 の 提 出 ：
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（５） 　その他

７ 　設計業務等の受託者等

（１）

　・株式会社　〇〇〇設計

（２）

①　資本関係

　設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。

　（ロ）親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

②　人的関係

　（ハ）一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

③　その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

８

　〒〇〇〇－〇〇〇〇　〇〇市〇〇区〇丁目〇〇番〇号（〇〇〇〇〇庁舎）

　　　〇〇〇〇〇局　〇〇部　〇〇課　〇〇係

　　　電話〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇（代）　（内線〇〇〇〇）

　担当部局

　技術提案については、その後の工事において、その提案内容が一般的に使用されている状態
となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する
提案については、この限りではない。

　技術提案を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事
に関する請負者の責任が軽減されるものではない。

　（イ）一方の会社等の役員（株式会社の取締役（指名委員会等設置会社にあっては執行役）
　　　、持分会社（合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。）の業務を執行する社員
　　　、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を
　　　現に兼ねている場合

　（ロ）一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第２項又は会社更生法第67
　　　条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を現に兼ねて
　　　いる場合

　（イ）子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２に規定する子会社等
　　　をいう。（ロ）において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をい
　　　う。（ロ）において同じ。）の関係にある場合

　設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、（イ）
については、会社等（会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第２条第３項第２号に規定
する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法（平成11年法律第225号）第２条第４号
に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成14年法律第154号）第
２条第７項に規定する更正会社をいう。）である場合を除く。

③

②

①

　入札公告２（８）の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携
関係等がある建設業者」とは、次の①から③に該当する者である。

　技術提案に基づく施工計画の採否については、９（６）の二次審査の結果として、紙（電子
入札システムにより申請した者についても、紙）により通知する。

　設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合（共同企業体及び設計共同体を含む。）とそ
の構成員の関係にある場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認
められる場合。または、当該受託者との間において特別な提携関係があると認められる場合。

　入札公告２（８）の「上記１に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者
である。
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９ 　競争参加資格の確認等

（１）

　 　申請書及び一次審査に関する資料

②

③

　ただし、容量が３MBを超える場合、又は当職が郵送または持参での提出を求め
た場合は、提出場所へ持参し、又は郵送等（郵送は書留郵便に限る。託送は書留
郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。以下同じ。）により提出すること
（競争参加資格確認申請書の１枚目には代表者印を押印すること。なお、（別記
様式１・２・３）及び申請書類総括表については、Excel2007形式以上で作成し、
CD等(USB不可)にExcelﾌｧｲﾙで保存し、紙と併せて提出すること。）。この場合、
必要書類の全てを持参又は郵送等するものとし、電子入札システムでの提出との
分割は認めない。

　ただし、（別記様式１・２・３）及び申請書類総括表については、Excel2007形
式以上で作成のうえ、CD等(USB不可)に保存し、紙と併せて提出すること。

（ア）電子入札の場合

　電子入札システムにより提出。

　８に同じ。

①

提出方法：

（イ）紙入札方式による場合

　提出場所へ持参し、又は郵送等により提出すること。

（ウ）申請書及び資料等は、提出期限以降の内容変更及び取り下げは認めない。
　ただし、取り下げについては９（５）②の場合を除く。

　別表２．⑤に示す期日。

１）

提出場所：

　本競争の参加希望者は、入札公告２に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次
に掲げるところに従い、申請書及び資料等を提出し、支出負担行為担当官（以下、「当職」と
いう。）から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

提出期間：

　入札公告２（２）の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料等を提
出することができる。この場合において、入札公告２（１）及び（３）から（１０）までに掲
げる事項を満たしているときは、開札の時において入札公告２（２）に掲げる事項を満たして
いることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が
競争に参加するためには、開札の時において入札公告２（２）に掲げる事項を満たしていなけ
ればならない。

　入札公告２（２）の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」（平成３０年３
月３０日付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示）別
記に掲げる当該者（当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。）の本
店所在地（日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同
じ。）の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申
請書及び資料を提出したときに限り、〇〇〇〇〇〇局〇〇部〇〇課（〒〇〇〇－〇〇〇〇　〇
〇県〇〇市〇〇区〇－〇－〇　〇〇〇〇〇庁舎　電話〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇
１）においても当該認定に係る申請を受け付ける。

　なお、期限までに申請書及び資料等を提出しない者は本競争に参加することができず、競争
参加資格がないと認められた者及び競争参加資格があると認められた者でも、６（１）Ⅰの一
次審査により、上位１０者までに選抜されなかった者は、５による選抜は行わない。

　５により選抜を受けた者については、６（３）により作成した６（１）Ⅱの二次審査に係る
技術提案資料を下記２）の提出期間に提出すること。
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　電子入札システムで提出する場合の注意事項

　 　二次審査に関する資料（技術提案書）（選抜された者）

 　別表２．⑥に示す期日。

　電子入札システムで提出する場合の注意事項

①

④

③

２）

　・郵送（持参）する旨の表示

　・郵送（持参）する書類のページ数

　・郵送（持参）する書類の目録

　・発送（持参）年月日

（ア）電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は配布された様式で作成を行
うものとし、（別記様式１・２・３）及び申請書類総括表はExcel2007形式以上で作成し、申
請書に必要な添付書類（以下「添付資料」という。）はPDF形式以下で作成すること。競争参
加資格確認申請書の画面にて、（別記様式１・２・３）及び添付資料については「添付資料追
加」の参照ボタンにより、ファイルを添付し送信すること。

（イ）郵送する際は、表封筒に「『〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇建築その他工事』に係る競争
参加資格確認申請書別添資料在中」と明記する。また、電子入札システムにより、下記の内容
を記載した書式①を「添付資料追加」の参照ボタンにより添付し、送信すること。

　６（１）Ⅰに掲げる一次審査で選抜された者は、次に従い技術提案を提出すること。

②

④

提出期間：

　８に同じ。提出場所：

提出方法：

なお、二次審査に関する資料を上記期限までに提出しない場合は、本入札を辞退
したものと見なし、二次審査に関する資料を提出しない者がした入札について
も、当該入札を無効とするので、留意すること。

（ア）電子入札の場合

　ただし、容量が３MBを超える場合、又は当職が郵送または持参での提出を求め
た場合は、提出場所へ持参し、又は郵送等（郵送は書留郵便に限る。託送は書留
郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。以下同じ。）により提出すること
（技術提案様式－１には代表者印を押印すること。なお、技術提案様式－２につ
いては、Excel2007形式以上で作成し、CD等(USB不可)にExcelﾌｧｲﾙで保存し、紙と
併せて提出すること。）。

　電子入札システムにより提出。

（イ）紙入札方式による場合

　提出場所へ持参し、又は郵送等により提出すること。

　ただし、技術提案様式－２については、Excel2007形式以上で作成のうえ、CD等
(USB不可)に保存し、紙と併せて提出すること。

（ア）電子入札システムにより技術提案書を提出する場合は配布された様式で作成を行うもの
とし、技術提案様式－２はExcel2007形式以上で作成、技術提案様式－１及び３はＰＤＦ形式
以下で作成すること。技術提案書の画面にて、（技術提案書－１～技術提案書３）を「添付資
料追加」の参照ボタンにより、ファイルを添付し送信すること。

（イ）持参又は郵送等の場合は、表封筒に「『〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事』
に係る技術提案書在中」と明記する。また、電子入札システムにより、下記の内容を記載した
書式②を「添付資料追加」の参照ボタンにより添付し、送信すること。

　・郵送（持参）する旨の表示

　・郵送（持参）する書類の目録

　・郵送（持参）する書類のページ数

　・発送（持参）年月日
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（２）

（３）

（４）

（５）

　同種工事の施工実績

　なお、添付がない場合は、原則として競争参加資格がないものとする。

　また、記載する同種工事の経験の件数は１件でよい。

②

　申請書及び資料等は、別添「提出書類作成要領」に従い作成すること。

（イ）申請の方法

　配置予定技術者を特定することが困難な場合は、複数の候補者を記入することができる。

①

　配置予定技術者

　申請書は、（別記様式１）により作成すること。

（ア）資格及び工事経験

　入札公告２（５）の同種の工事の施工実績及び入札公告２（６）の配置予定の技術者の同種
の工事の確認を行うに当たっては、効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及び
地域並びにわが国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域以外の国又は地域
に主たる営業所を有する建設業者にあっては、わが国における工事の施工実績及び経験をもっ
て行う。

　なお、①の同種工事の施工実績及び②の配置予定技術者の同種工事の経験については、平成
１５年度以降かつ申請書及び資料等の提出期限の日までに、工事が完成し、引渡しが済んでい
るものに限り記載することとし、（別記様式２）の「同種工事の施工実績」及び（別記様式
３）の「主任（監理）技術者等の資格・工事経験」に記載する工事が大臣官房官庁営繕部、地
方整備局、北海道開発局（農業水産事業部門を除く）の発注工事又は工事成績相互利用適用対

象工事
（※）

である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付するこ
と。
　なお、添付がない場合は、原則として競争参加資格がないものとする。

※工事成績相互利用適用対象工事とは、別紙４に示す工事成績相互利用登録発注機関が発注し
た工事とする。（以下に同じ。）

　入札公告２（５）に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を（別記様式
２）に記載すること。記載する同種工事の施工実績の件数は１件でよい。

　入札公告２（６）に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格、同種工事の
経験及び申請時における他工事の従事状況等を（別記様式３）に記載するとともに、配置予定
技術者の資格・免許等の写し（建設業法に基づく技術検定の場合は合格通知書の写しも可とす
る。ただし、合格通知書の交付日より６ヶ月以内のものに限る。）および、配置予定技術者と
の３ヶ月以上の恒常的雇用関係を証明する資料（公的機関が発行した証明書等）を添付するこ
と（この証明に不必要な事項又は個人情報は黒塗りすること。）。

　なお、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を
落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなったとき、又その他やむを得
ない事情により配置予定技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、
申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと(既に入札書を提出している場
合は直ちに当職まで申し出ること。）。

　配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合（入札書提出後にお
ける申し出を怠った場合）においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあ
る。

　資料は、次に掲げるところに従い作成すること。
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（ウ）専任および配置の時期

ⅰ

ⅱ

　契約図書等の写し

（６）

（７） 　その他

　申請書及び資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

　提出された申請書及び資料等は、返却しない。

　提出期限以降における申請書及び資料等の差し替え及び再提出は認めない。

　申請書及び資料等に関する問い合わせ先

③

③

⑤

　（１）、（２）及び（６）に関して：８に同じ。

　（３）、（４）及び（５）に関して：下記による。

②

④

①

　ただし、当該工事が、ＣＯＲＩＮＳに登録されていない場合は契約書の写しを提出するこ
と

　同種工事を判断できる資料の添付がない場合は、原則として競争参加資格がないものとす
る。

⑥

　建設業法第２６条第３項及び建設業法施行令第２７条第１項に該当する場合で、配置予定技
術者は、以下の条件を満たしていること。

　実工事期間の始期である平成〇〇年〇月〇〇日から本工事に専任で配置（他の工事の
完成検査が終了している又は、その他の理由により、当該工事に専任出来る）できるこ
と。

　本工事の実工事期間（技術者の配置期間）と施工中の他の工事の専任を必要とする期
間が重複していないこと。

　ただし、当職が建設業法施行令第２７条第２項に該当すると認めた場合に限り、当該工事に
専任できる。

　上記①及び②（ア）の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る一般財団法人日本建
設情報総合センター「工事実績情報サービス」（以下、ＣＯＲＩＮＳ）の工事カルテの写しを
添付すること。

　なお、ＣＯＲＩＮＳに登録されている場合でも上記①及び②（ア）に示した内容が判断でき
ない場合、またはＣＯＲＩＮＳに登録されていない場合には、①及び②（ア）に示した内容を
判断できる契約図書等の写しも併せて提出すること。

　競争参加資格の確認は、上記（１）１）で示す申請書及び資料等の提出期限の日をもって行
うものとし、別表２．⑦に示す期日までに電子入札システム（紙により申請した場合は、紙）
にて行う。
　二次審査の結果は別表２．⑧に示す期日までに電子入札システム（紙により申請した場合
は、紙）により通知する。

　当職は、提出された申請書及び資料等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用し
ない。

　紙入札方式で参加しようとする場合は、〇〇〇〇〇〇局電子入札運用基準の様式１を当職に
提出し、承諾を得なければならない。この場合、書面を持参又は郵送等により提出するものと
し、電送（ファクシミリ）によるものは受け付けない。

なお、〇〇〇〇〇局電子入札運用基準は、〇〇〇〇〇局のホームページ
　(http://www.〇〇〇.〇〇〇.jp)の入札・契約情報よりダウンロードできる。

〒〇〇-〇〇　〇〇市〇〇区〇丁目〇〇番〇号
　　　　　　　（〇〇〇〇〇庁舎）
〇〇〇〇〇局　〇〇部　〇〇〇〇課長補佐
電話　〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇（代）内線〇〇〇〇
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１０

（１）

（２）

１１

（１）

（２）

（３）

（４）

１２

（１） 　入札説明書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。

　別表２．⑭に示す期日。

　８に同じ。

（２） 　（１）の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。

　別表２．⑮に示す期日。

　８に同じ。

　競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明

　電子入札システムにより提出すること。ただし、当職の承諾を得た場合は、紙
を提出場所に持参するものとする。なお、電子入札システムにて提出する場合
は、質問事項のみを記入するものとし、会社名・連絡先等は一切記入しないこ
と。

　当職は、説明を求められたときは、別表２．⑪に示す期日までに説明を求めた者に対し電子
入札システム（紙による説明要求の場合は、紙）により回答する。

提出場所：

　入札説明書等に対する質問

①

② 提出場所：

② 場　　所：

提出方法：③

提出期間：

期　　間：

　入札参加者は、９（６）に掲げる二次審査の結果として通知される技術提案の採否等の通知
について、〇〇〇〇〇〇局〇〇部〇〇〇〇〇〇官（以下「〇〇〇〇〇〇官」という。）に対
し、別表２．⑫に示す期日までの間、メールにより問い合わせをすることができる。なお、そ
の際の連絡先は、二次審査の結果通知時に合わせて通知することとし、問い合わせ様式は別記
様式－Ａとする。

　〇〇〇〇〇〇官は、（１）の問い合わせがあった場合には、別表２．⑬に示す期日までに当
該問い合わせをした者に対し、メールにより説明する。

　入札参加者は、（１）の問い合わせに加えて、落札者の決定の通知日の翌日から起算して３
日以内（土曜・日曜及び祝日を含まない）に、〇〇〇〇〇〇官に対し、面談等による説明を求
めることができる。その際の連絡先は、（１）の連絡先と同じとし、面談の申込は別記様式－
Ｂとする。なお、（１）の問い合わせをしなかった入札参加者であっても、この期間に面談等
による説明を求めることができる。

　（１）の問い合わせ及び（３）の面談等による説明を求めるができるのは、技術提案の採否
等の通知において、「－：否【評価しない、実施可能】」又は「×：不可【評価しない、不採
用であり実施不可】」の場合に限るものとする。

提出方法：

　８に同じ。

①

　総合評価落札方式における技術提案の採否等の通知に関する問い合わせ

提出期限：① 　別表２．⑩に示す期日。

　電子入札システムにより提出すること。
　ただし、当職の承諾を得た場合は、紙を持参することにより提出するものとす
る。なお、電子入札システムにて提出する場合は、質問事項のみを記入するもの
とし、会社名・連絡先等（過去に受注した具体的な工事名等の記載により、会社
名が類推される場合も含む。）は一切記入しないこと。このような質問があった
場合には、その者の行った入札を無効とする場合がある。

　競争参加資格がないと認められた者は、当職に対して競争参加資格がないと認めた理由等に
ついて、また、非選抜とされた者は非選抜理由について、次により説明を求めることができ
る。（様式は自由とする。）

②

③
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１３

（１）

　　（ア）電子入札対応の場合

　　　　　別表２．⑯に示す期日。

　　（イ）紙入札方式による場合

　　　　　上記（ア）に同じ。

　　開札は、別表２．⑰に示す日時に以下の場所にて行う。

（２） 　その他

１４ 　入札方法等

（１） 　入札の方法

　電子入札対応の場合

　紙入札方式による場合

（２）

（３）

　第１回の入札に際しては以下の点に留意し、入札書とともに、
　　　・当該工事にかかる技術提案（提案値入札書）
　　　・工事費内訳書
　以上２点を提出すること。

　電子入札システムにより提出。工事費内訳書は「内訳書追加」の参照ボタンで、提案値入札
書は「添付資料追加」の参照ボタンでそれぞれ添付し、送信すること。
　また、工事費内訳書及び提案値入札書は、ファイル容量の合計が３MBまでのファイルを添付
できるようになっているが、３MBを超える場合は、「入札金額、工事費内訳書及び提案値入札
書に関する注意事項（４）」により提出すること。

　入札書、工事費内訳書及び提案値入札書の全部を持参又は郵送（書留郵便に限る。）するこ
と。また、入札書、工事費内訳書及び提案値入札書には、代表者の押印及び記名を行うこと。
さらに、提出にあたっては、二重封筒とし、表封筒に「工事費内訳書及び入札書在中」の旨を
朱書きし、中封筒の一つに工事費内訳書を、もう一つに入札書及び提案値入札書を入れ、その
表に各々、「件名及び開札日」を記載すること。工事費内訳書及び提案値入札書の提出期限等
は１３に同じ。

　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する額を
加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を
もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税
事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を入札
書に記載すること。

　入札執行回数は、原則として２回を限度とするものとし、再度入札をしても落札者がないと
きは、予算決算及び会計令第９９条の２の規定による随意契約の適用はしない。

　入札書の締切及び開札の日時及び場所等

　開札の日時及び場所

　紙入札方式による入札の執行に当たっては、当職により送られた一次審査結果通知書の写し
を持参すること。電子入札の場合は、当該通知書は不要。

②

①

　　　〒〇〇〇－〇〇〇〇　
    　〇〇市〇〇区〇丁目〇〇番〇号（〇〇〇〇〇庁舎）
　　　〇〇〇〇〇〇局　〇〇課　〇〇室

　入札書の締切日時

　入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、当職の承諾を得た場合は、紙に
より〇〇〇〇〇〇局〇〇部〇〇課に持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。電送（ファ
クシミリ）による提出は認めない。

①

②
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（４）

（５） 入札時積算数量書活用方式の適用について

（６） 　工事費内訳書の提出について

　①の協議（発注者が請求する場合も含む。）は、入札時積算数量書に基づき行うものとす
る。ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目（設計図書に
おいて施工条件が明示された項目を除く。）を除く。

①

②

③

④

⑤

①

②

　①の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契
約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。

　第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出
を求める。

　工事費内訳書の様式は自由であるが（Ａ４で保存すること。）、記載内容は、少なくとも入
札時積算数量書に掲げる種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳に相当する項
目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの（ただし、商号又は名称、住所
及び工事名を記載すること。）でなければならない。電子入札の場合はMicrosoftExcel2007以
下のブック（*.xls）で作成すること。

　施工体制確認型総合評価落札方式を行う場合、工事費内訳書は、価格以外の要素として性能
等が提示された入札書の参考図書として提出を求めるものであり、開札時までに、入札書に記
載される入札金額に対応した工事費内訳書が提出されないときは、入札書に記載される入札金
額に対応した工事費内訳書の提出が①に違反して行われず、競争契約入札心得第６条第１項第
５号に該当するものとして入札を無効とする場合を除き、価格以外の要素として提示された性
能等の審査を行うことなく施工体制評価点を零点とするとともに、加算点についても零点とす
る場合がある。　

　入札参加者は押印（電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。）及び記
名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は支出負担行為担当官（これ
らの者の補助者を含む。）が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。ま
た、工事費内訳書が、別表各項に掲げる場合に該当するものについては、競争契約入札心得第
６条第１項第５号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効
とする。

　なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内
訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。

　受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求
めるものとする。ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了した場合、協議を求め
ることができないものとする。

　受注者からの請求による①の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量
と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行
うことができるものとする。

　本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。本方式では、入札時において発注
者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用し
て入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた
場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うこと
ができる。

　電子入札により送信された入札書（紙入札による参加が認められている場合は、提出された
入札書。）については、入札心得第６条各号に該当するものを除き、入札金額の誤記入又は積
算ミス等により意図しない金額による入札を行った場合においても有効なものとして取り扱う
こととなるので留意すること。
　また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として、指名停止措置が講じられるの
で留意すること。

④

③
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（別　表）

入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合

他の工事の内訳書が添付されていた場合

　記載がない場合も無効とする。

（７）

⑤

(2)

５その他未提出又は不備がある場合

(3) 提出業者名に誤りがある場合　　　　　　　　　　　　　（注１）

　発注者が求める工事費内訳書は、入札金額の積算内訳を確認するためのものであ
る。
　従って、入札参加者が投函した入札金額に対応せず、金額が異なることについて根
拠ある説明が得られない場合は上記目的に適合せず、入札参加者として適正な見積を
行ったものとは認められないため、無効とする。

（注２）

内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合　　　　（注２）

（注１）

　工事費内訳書は、上記（５）③の確認において用いる場合を除き、入札及び契約上の権利義
務を生じるものではない。

　詳細は、別添「電子入札システムに関する注意事項」及び「入札金額、工事費内訳書及び提
案値入札書に関する注意事項」によるので、必ず参照すること。

発注案件名に誤りがある場合　　　　　　　　　　　　　（注１）

(6)

(4)

(1)

２記載すべき事
項が欠けている
場合

(7)

内訳書に押印が欠けている場合（電子入札システムにより内訳書が提
出される場合を除く。）

(5)

(2)

３添付すべきで
はない書類が添
付されていた場
合

(1)

他の工事の内訳書である場合

内訳書が特定できない場合

発注者名に誤りがある場合　　　　　　　　　　　　　　（注１）

No

(1)

(3)

未提出又は不備とされる場合

内訳書の全部又は一部が提出されていない場合

内訳の記載が全くない場合

他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合

内訳書とは無関係な書類である場合（例：領収書、会社概要など）

類型

１未提出である
と認められる場
合（未提出であ
ると同視できる
場合を含む。）

(1)

(2)

(4)

４記載すべき事
項に誤りがある
場合

白紙である場合
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１５

（１） 　入札保証金　納付（保管金の取扱店　日本銀行〇〇支店）。

　＜別　表＞

　別表２．⑱に示す期日。

　８に同じ。

　認めない。

　別表２．⑲に示す期日。

　入札保証金の納付等及び書類の提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。

（２）

④

⑤

① 提出期間：

⑥

金額変更：

保証期間：

その他　：

③

　入札保証金及び契約保証金

　なお、期限までに入札保証金の納付等（入札保証金の納付に代わる担保としての国債又は銀
行等の保証の提供及び入札保証金の全部が免除される入札保証保険契約の締結又は銀行等若し
くは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第
２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）（以下「金融機関等」という。）の契約保証の
予約を含む。以下同じ。）を行わない者及び入札保証金の納付等に係る書類（以下、「書類」
という。）を提出しない者並びに入札保証金の金額等が入札金額（税込み）（入札価格に消費
税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。以下同じ。）の１００分の５に満たない者又は
金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額が入札金額（税込み）に満たない者若しくは
保証金額が入札金額（税込み）の１００分の３０に満たない者は、入札に関する条件に違反し
たものとして、その入札を無効とする。

　なお、入札保証金の納付等又はそれに係る書類が、別表各号に掲げる場合に該当するものに
ついては、競争契約入札心得第６条第１１号に該当する入札として、原則として当該入札保証
金を納付した入札参加者の入札を無効とする。

（２）押印が欠けている場合

提出方法：

（４）白紙である場合

　契約保証金　納付（保管金の取扱店　日本銀行〇〇支店）。ただし、利付国債の提供（取扱
官庁　〇〇〇〇〇〇局）又は金融機関若しくは保証事業会社の保証（取扱官庁　〇〇〇〇〇〇
局）をもって契約保証金の納付に代える事ができる。また、公共工事履行保証証券による保証
を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
　なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の１０分の３以上とする。

４　その他未納付又は書類に不備がある場合

（１）入札保証金の記載が全くない場合

　持参し、郵送し（書留郵便に限る。提出期間内必着。）又は託送する（書留郵
便と同等のものに限る。提出期間必着。）ことにより行うものとする。

　ただし、利付国債の提供（取扱官庁　〇〇〇〇〇〇局）又は銀行等の保証（取扱官庁　〇〇
〇〇〇〇局）をもって入札保証金の納付に代える事ができる。また、入札保証保険契約の締結
を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の金額等
（国債の総額、銀行等の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。以下同
じ。）は、見積金額の１００分の５以上とする。

（２）他の工事の入札保証金である場合

（３）納付業者名に誤りがある場合

１　未提出であると認めら
れる場合（未提出であると
同視できる場合を含む。）

（３）入札保証金が特定できない場合

（３）様式を満たしていない場合

　なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。

２　書類に記載すべき事項
が欠けている場合

（１）入札保証金の全部又は一部が納付されていない場合

提出場所：

３　書類に記載すべき事項
に誤りがある場合

（１）発注者名に誤りがある場合

（２）入札案件名に誤りがある場合

②
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１６

１７

　

１８

（１）

　

（２）

（３）

１９

８に同じ。

　電子入札システムにより提出すること。

２０

　落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場
合、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・出産・育児・介護・退職等極めて特別な
場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。病気等
特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、入札公告２（６）に掲げる基準
を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。

　開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて
行う。入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会
うこと。

提 出 場 所 ：

提 出 方 法 ：

　なお、当職により選抜を受けた者であっても、開札の時において入札公告２に掲げる資格の
ない者のした入札は無効とする。

　開札

　入札の無効

　落札者の決定方法

　ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合し
た履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正
な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価
格の制限の範囲内で、当職の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評
価値が最も高い者を落札者とすることがある。

　落札者となるべき者の入札価格が予決令第８５条に基づく調査基準価格を下回る場合は別紙
２のとおり、予決令第８６条の調査を行うものとする。

　施工体制の確認審査のため、入札を保留した場合の落札決定の日時は、その前日までに電子
入札システム（紙入札の場合は、紙）にて通知する。

　なお、複数の工事の入札の保留がある場合の落札決定日時は、工事毎に時間をおいて設定す
る。

　総合評価落札方式における非落札理由の説明

　予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限内で上記６に定めるところに従
い、評価値の最も高い者を落札者とする。

　総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落
札者決定の公表を行った日の翌日から起算して５日（行政機関の休日に関する法律（昭和６３
年法律第９１条）第１条第１項に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を含まな
い。）以内に、次により、当職に対して非落札理由についての説明を求めることができる。

　ただし、当職の承諾を得た場合は、紙を持参することにより提出する
ものとする。

当職からの回答：

　入札公示における選抜を受けていない者のした入札、選抜を受けた者であっても、申請書及
び資料等に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び〇〇〇〇〇〇局競争契約
入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を
行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

　配置予定技術者の確認

③

②

　説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日か
ら起算して５日（休日を含まない。）以内に電子入札システムにより、
回答する。
　ただし、紙により説明を求めた場合については書面により回答を行
う。

①
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２１

２２

２３

　別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。

２４

（１）

　中間前金払を選択しない場合

又は、

　中間前金払を選択した場合

　専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事であって、低入札価格調査基準価格を下
回った価格をもって契約する場合において、〇〇〇〇〇〇局管内で入札日から過去２年以内に
完成した工事、又は入札時点で施工中の工事に関して、次の①から④までのいずれかに該当す
るときは、監理技術者とは別に、入札公告２（６）に定める要件と同一の要件（入札公告２
（６）②なお書きに掲げる工事経験を除く。）を満たす技術者を、専任で１名現場に配置する
こととする。

　発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補（軽微な手直し等を除
く。）又は損害賠償を請求された者。

　品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員による書面による警告
若しくは注意の喚起を受けた者

　なお、当該技術者は、施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものと
する。
　また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術
者の通知と同様に契約担当官等に通知するものとする。

中間前金払い

中間前金払い

　７０点未満の工事成績評定を通知された者

前金払い

　手続における交渉の有無　　無。

有（平成〇〇年度・〇〇年度・〇〇年度・〇〇年度・〇〇年度）

有（平成〇〇年度・〇〇年度・〇〇年度・〇〇年度・〇〇年度）

有（平成〇〇・〇〇・〇〇・〇〇年度各１回）
ただし、年度末部分払いとして

④

　支払い方法の選択

部分払い

②

前金払い

　契約書作成の要否等

①

③

①

有（平成〇〇年度　２回）
　（平成〇〇年度　２回）
　（平成〇〇年度　２回）
　（平成〇〇年度　２回）
　（平成〇〇年度　１回）
ただし、平成〇〇・〇〇・〇〇・〇〇年度の１回は年度末部分払
いとして

有（平成〇〇年度・〇〇年度・〇〇年度・〇〇年度・〇〇年度）

無

　自らに起因して工期を大幅に遅延させた者

部分払い

　別に配置を求める技術者

②

　支払条件
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（２）

２５

２６

　

２７

２８

２９

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

　申請書又は資料等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止
を行うことがある。
　また、前段に該当する者のした入札は無効とし、無効の入札を行ったものを落札者としてい
た場合は落札決定を取り消す。

　配置予定技術者と建設業法第７条第２号又は第１５条第２号に定める営業所の専任技術者
（以下「営業所の専任技術者」という。）の重複確認

　本工事が建設業法第２６条第３項に該当する場合、入札に参加し落札者となった者は、落札
決定後、契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認
できる以下の資料を提出すること。

・建設業法施行規則第３条に定める専任技術者証明書（写）
　・・・様式第八号（１）、又は、様式第八号（２）（建設業の許可の更新後に専任技術者の
変更があった場合は、該当する者が記載された様式第八号（１）を含む。）

　関連情報を入手するための照会窓口：　８に同じ。

　その他 

　入札参加者は、〇〇〇〇〇〇局競争契約入札心得及び契約書案を熟読し、〇〇〇〇〇〇局競
争契約入札心得を遵守すること。

　なお、入札心得及び契約書案は、〇〇〇〇〇〇局のホームページ
（http://www.〇〇〇.〇〇〇.go.jp）の入札・契約情報よりダウンロードできる。

　競争参加資格の確認前に、入札心得第４条の３に違反した行為があった場合は、競争参加資
格を与えないものとする。

　また、落札決定時に、当該工事への配置予定技術者（主任（監理）技術者）と営業所の専任
技術者が重複している場合は、上記の証明書（写）とともに、契約締結時において、工事着手
前までに営業所の専任技術者を変更・削除する旨の誓約書（別紙様式１）を提出すること。

　低入札価格調査（予決令第８６条に規定する調査）を受けた者との契約については、

　別冊契約書案第３４条第１項中　　　　「１０分の４」を「１０分の２」に
　　　　　　　　　　　第５項中　　　　「１０分の４」を「１０分の２」に
　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　「１０分の６」を「１０分の４」に
　　　　　　第６項及び第７項中　　　　「１０分の５」を「１０分の３」に
　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　「１０分の６」を「１０分の４」に変更する。

　火災保険付保の要否　要。

　契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約によ
り締結する予定の有無　無。

　本手続きにおける競争参加資格の確認その他の手続きに関し、「政府調達に関する苦情の処
理手続き（平成７年12月14日付け政府調達苦情処理推進本部決定）」により、政府調達苦情検
討委員会（連絡先：内閣府政府調達苦情処理対策室内政府調達苦情検討委員会事務局、TEL　
03-3581-0262直通）に対して苦情を申立てることができる。

　落札者は、９（１）の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置するこ
と。

　なお、専任技術者の変更手続きが完了した場合には、許可担当部局へ届け出たことが証明で
きる資料（専任技術者証明書様式第八号（１））の写しについても工事着手までに提出するこ
と。

　契約時における前金払及び中間前金払の取扱い

　苦情申立て
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（７） 　契約締結後の技術提案

（８） 　電子入札システムの稼働時間、操作方法及び問い合わせ先

（９）

（１０）

　　　

　ＩＳＯ９００１認証の取得に係る登録証の写し

　　　　

　　　　

（１１）

・システム操作・接続確認等の問い合わせ先
　電子入札システムヘルプデスク　電話　〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
　電子入札システムヘルプデスクホームページ　http://www.〇〇〇.jp

・申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合
　８の担当部局に電話連絡すること。

　第１回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電
子入札、紙入札が混在する場合がある為、当職から指示する。開札時間から６０分以内には当
職から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機し、常に最新情報を取り込むこ
と。開札処理に時間を要し、予定時間を越えるようであれば、当職から連絡する。

　本工事は、ＩＳＯ９００１認証取得を活用した監督業務等の取扱いの対象工事である。ただ
し、低入札価格調査の対象となった場合を除く。

　落札者は、ＩＳＯ９００１認証取得を活用した監督業務等の取扱いの適用を希望するとき
は、当職に対し、工事請負契約締結日から１４日以内に次の①から⑥までに掲げる書類を添え
てその承認の申請をすることができる。ただし、③及び④に掲げる書類については、①に掲げ
る書類によってその内容を確認することができる場合は、提出を要しない。

（ア）直近の審査報告書（初回審査、定期審査又は更新審査のいずれかを対象として
　　　審査登録機関が発行したものに限る。）の写し

　本工事を担当する内部組織がＩＳＯ９００１認証を取得している場合にあっては、その旨を
示す書類

　申請日の前年度及び前々年度（申請日の属する月が４月から７月までの場合にあっては前々
年度及びその前年度）に大臣官房官庁営繕部又は地方整備局（対象部局）の所掌する工事（営
繕工事に限る。）を完成し、その成績評定を受けている場合においては、すべての工事成績評
定通知書の写し

　⑤の成績評定を受けていない場合において、ＩＳＯ９００１認証の取得以降に大臣官房官庁
営繕部又は地方整備局（対象部局）の所掌する工事（営繕工事に限る。）の成績評定を受けて
いるときは、当該成績評定に係る直近の工事成績評定通知書の写し

　当職は、ＩＳＯ９００１認証取得を活用した監督業務等の取り扱いの適用が適当と認めたと
きは、申請日から１４日以内に承認し、その旨を申請者に通知する。

　契約締結後、請負者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請
負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、当職に提案
することができる。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。
　提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められるときは請負
代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。

　土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日～１月３日を除く毎日、午前９時
から午後６時まで稼働時間内でシステムをやむを得ず停止する場合、稼働時
間を延長する場合は、電子入札システムヘルプデスクホームページで公開す
る。

　〇〇〇〇省発行の「電子入札準備手順書」を参考とすること。「電子入札
準備手順書」は、電子入札システムヘルプホームページで公開している。

①

⑥

⑤

③

④

③

①

②

②

　ＩＳＯ９００１の審査に係る次の書類

（イ）（ア）の審査に係る合否判定結果の写し

　ＩＳＯ９００１認証の範囲が、本工事の内容に一致していることを示す書類

問い合わせ先：

操 作 方 法 ：

稼 働 時 間 ：
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（１２）

（１３）

（１４）

（１５）

　消費税率については、引渡し時点における消費税法（昭和63年法律第108号）及び地方税法
（昭和25年法律第226号）の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消
費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。

　当職は、ＩＳＯ９００１認証取得を活用した監督業務等の取り扱いの適用が適当でないと認
めたときは、申請日から１４日以内に、理由を付して、その旨を申請者に通知する。

　落札した総合建設業者及び下請業者が外国の板ガラス製造業者からの競争力ある取引の申出
に対して適切な配慮を払いつつ、板ガラスを含む建設資機材を内外無差別の原則に基づいて選
定することを期待する。

　本工事中に施工合理化技術に関する技術提案を行い、履行による効果が確認された場合、請
負工事成績評定要領に基づき評価する。
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別表２　本入札手続きに係る期間等

実施しない

平成〇〇年〇月〇〇日（〇）から平成〇〇年〇月〇
〇日（〇）まで。

平成〇〇年〇月〇〇日（〇）　１７時００分

平成〇〇年〇月〇〇日（〇）　１７時００分

平成〇〇年〇月〇〇日（〇）から平成〇〇年〇月〇
〇日（〇）までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎
日、９時３０分から１７時００分まで。（ただし、
最終日は１２時００分。）

平成〇〇年〇月〇〇日（〇）から平成〇〇年〇月〇
日（〇）までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎
日、９時３０分から１７時００分まで。（ただし、
最終日は１２時００分。）

④ 施工体制確認のための追加資料等提
出期限

③ 施工体制確認のためのヒアリング等
の通知期限

② 施工体制確認のためのヒアリングの
実施期間

⑲ 保証期間 書類の提出日から平成〇〇年〇月〇日（〇）

① 技術者ヒアリングの実施期間

⑥ 二次審査に関する資料（技術提案
書）の提出期間

⑦ 競争参加資格確認通知及び一次審査
結果通知

⑧ 二次審査の結果通知日

⑩

⑯ 入札書の締切日時

⑱ 入札保証金の納付等に係わる書類の
提出期間

平成〇〇年〇月〇日（〇）から平成〇〇年〇月〇
日（〇）までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎
日、９時００分から１８時００分まで。（最終日は
入札書受付締切予定時刻である１２時００分。）

⑬ 上記⑫に対する回答期限

⑰ 開札の日時 平成〇〇年〇月〇日（〇）　１０時００分

⑮ 上記⑭に対する回答閲覧期間 平成〇〇年〇月〇日（〇）から平成〇〇年〇月〇
日（〇）までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎
日、９時３０分から１７時００分まで。

平成〇〇年〇月〇日（〇）　１２時００分

⑤ 申請書及び一次審査に関する資料等
の提出期間

⑨ 競争参加資格の有無の結果の通知日

平成〇〇年〇月〇日（〇）

⑭ 入札説明書等に対する質問の提出期
間

平成〇〇年〇月〇日（〇）から平成〇〇年〇月〇
〇日（〇）まで。持参の場合は上記期間の土曜日、
日曜日及び祝日を除く毎日、９時３０分から１７時
００分まで。

競争参加資格が無いと認めた者等に
対する理由の説明要求期限

⑪ 上記⑩に対する回答期限

⑫ 技術提案の採否等の通知に関する問
合せ

平成〇〇年〇月〇日（〇）

平成〇〇年〇月〇日（〇）

－

平成〇〇年〇月〇日（〇）

平成〇〇年〇月〇日（〇）から平成〇〇年〇月〇日
（〇）まで

平成〇〇年〇月〇日（〇）　１７時００分
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【 別紙１ 】 低入札価格調査制度調査対象工事に関する事項

1.他工事における入札参加の制限

2.工事成績による入札参加の制限

3.技術者の増員配置

表

　本工事において、専任技術者の配置が義務づけられた工事であって、調査基準価格を下回った価格をもっ
て契約する場合は、〇〇〇〇〇〇局（対象部局）の発注した建築工事のうち、平成〇〇年４月１日以降に完
成した工事がある場合（工事成績評定の通知を受けていない工事を除く。）においては、工事成績評定通知
書の評定点の平均が７５点未満の場合は、入札公告２（６）に定める技術者とは別に、入札公告２（６）に
定める要件と同一の要件（入札公告２（６）②なお書きに掲げる工事経験を除く。）を満たす技術者を、専
任で現場に配置することとし、その員数については、調査基準価格に対する入札価格の割合で決定するもの
とする。（下表参照）

　本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、〇〇〇〇〇〇局（対象部局）の
発注した建築工事のうち、平成〇〇年４月１日以降に完成した工事がある場合（工事成績評定の通知を受け
ていない工事を除く。）においては、工事成績評定通知書の評定点の平均が７５点未満の場合は、本工事の
契約日の翌日以降、本工事の完成検査を終了するまでの間、〇〇〇〇〇〇局（対象部局）が入札公告等の手
続きを開始する建築工事の入札に参加することはできない。

　ただし、中間検査の対象工事において、出来高金額が請負代金額の５０％以上の時期に実施する中間検査
が完了し、その成績評定結果が７５点以上である場合はこの限りでない。
　また、本工事の低入札調査において当該企業保有の特許工法・技術を使用する等の理由により、工事品質
の低下や安全対策の不徹底の恐れがないと明確に判断できる場合には、上記制限は適用しない。

　ただし、上記入札参加制限は、政府調達に関する協定の適用を受ける工事については適用しない。

　本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合において、工事完成後の工事成績評
定通知書の評定点が６５点未満の場合は、工事成績評定の通知日の翌日から１ヶ月間、〇〇〇〇〇〇局（対
象部局）が入札公告等の手続きを開始する建築工事の入札に参加することはできない。

　ただし、上記入札参加制限は、政府調達に関する協定の適用を受ける工事については適用しない。

２人

入札価格／調査基準価格

　なお、入札説明書２１に示す「別に配置を求める技術者」及び「現場説明事項６（２）」の条項と重複し
て該当する場合においても、増員配置する技術者の員数は下表による。

　また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を専任技術者の通知と同
様に契約担当官等に通知するものとする。

専 任 技 術 者
増 員 員 数

６５％以上　１００％未満

１人

６５％未満
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【 別紙２】　施工体制確認のための追加資料等について

Ⅰ.施工体制確認型総合評価落札方式について

１ 調査基準価格

① 直接工事費の額に９７％を乗じて得た額

② 共通仮設費の額に９０％を乗じて得た額

③ 現場管理費の額に９０％を乗じて得た額

④ 一般管理費等の額に５５％を乗じて得た額 　

２ ヒアリングのための追加資料

（１）

・下請予定業者等一覧表（様式４）

・配置予定技術者名簿（様式５）

・資材等購入予定先一覧（様式８－２）

・機械等リース元一覧（様式９－２）

・労務者の確保計画（様式10－１）

・科目別労務者配置計画（様式10－２）

・建設副産物の搬出地（様式11）

・建設副産物の搬出及び資機材等の搬入・搬出に関する運搬計画書（様式12）

・品質確保体制（品質管理のための人員体制）（様式13－１）

・品質確保体制（品質管理計画書）（様式13－２）

・品質確保体制（出来形管理計画書）（様式13－３）

・安全衛生管理体制（安全衛生教育等）（様式14－１）

・安全衛生管理体制（点検計画）（様式14－２）　　　

・施工体制台帳（様式16-1）

・施工体系図（様式16-2）

・積算内訳書(兼)下請予定業者等確認調書①（様式18－１）

・積算内訳書に対する明細書(兼)下請予定業者等確認調書②（様式18－２）

（２）

・積算内訳書（兼）コスト縮減額算定調書①（様式２－１）

・積算内訳書に対する明細書（兼）コスト縮減額算定調書②（様式２－２）

・ＶＥ提案等によるコスト縮減額調書（様式３）

（３）

３ 審査方法の概要

入札参加者の申込みに係る価格が１．の調査基準価格に満たないときは、次の様式等の提出を求める
ものとする。なお、追加資料は、提出期限後の修正及び再提出は認めない。

ＶＥ提案等の内容に基づく施工を行うことによりコスト縮減の達成が可能となる場合は、コスト縮減
額の算定根拠として次の様式を提出するものとする。なお、これらの提出がない場合には、当該コス
ト縮減に関する評価を行わない。

上記（１）～（２）の追加資料については、「施工体制確認型総合評価」及び「特別重点調査」作成
要領に基づき作成するものとする。

　調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額に、100分の108を乗じて得た額の合計額と
する。ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9を
乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7を乗
じて得た額とする。

　なお、本工事において「直接工事費の額」は、直接工事費からその10分の１を減じた額とし、「現場管
理費の額」は、現場管理費に直接工事費から減じた直接工事費の10分の１を加えた額とする。

　施工体制に関する審査は、価格以外の要素が提示された入札書、本文５（４）の施工体制確認のための
ヒアリング、２（１）の追加資料及び工事費内訳書等をもとに、次の各項目について行う。

　ヒアリングの出席者（最大３名以内）については申請された配置予定技術者（主任技術者又は監理技術
者）が複数の場合、発注者が事前に指定する配置予定技術者（主任技術者又は監理技術者）を必ず含める
こと。
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（１） 入札説明書等に記載された要求要件を実現できること

（２） 品質確保の実効性

【審査項目】

①

②

③

※

（３） 施工体制確保の確実性

　なお、本工事において「直接工事費の額」は、直接工事費からその10分の１を減じた額と
し、「現場管理費の額」は、現場管理費に直接工事費から減じた直接工事費の10分の１を加
えた額とする。

　入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、そ
れが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。

　入札参加者の申込みに係る価格が１の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必
ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評
価点を満点から減点する。

　入札参加者の申込みに係る価格が１の調査基準価格を満たさないときは、施工体制確保について契
約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、審査項目に関する体制が構
築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加点
する。

70%75%

現場管理費

70%

一般管理費等

30%

その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか（様式13－1、様式13－2、
様式13－3、様式18-1、様式18-2 ）

下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど
品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格と
は、予定価格の算定の前提とした次の表上欄の各費用項目毎の額に、同表下欄の割
合をそれぞれ乗じて得た額の合計額に、さらに100分の108を乗じて得た価格をい
う。（３）において同じ。

直接工事費 共通仮設費

  入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査する。審査の
結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せず、標準点、施工体制評価点及び
加算点は与えないものとする。

　入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説
明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。

　入札参加者の申込みに係る価格が１の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必
ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点
を満点から減点する。

　入札参加者の申込みに係る価格が１の調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契
約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、下記の項目に関する体制が
構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加点す
る。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確
保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格（下表参照。（３）におい
て同じ。）に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体
制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。

建設副産物の受け入れ、過積載防止等の法令遵守の対応を確実に行うことが可能と認められ
るか（様式11、様式12）

安全確保の体制が構築されると認められるか（様式14－１、様式14－２）

　なお、申し込みに係る価格が１の調査基準価格以上で、工事費内訳書に疑義がない入札参加者について
は、ヒアリングを省略する場合がある。

　なお、ヒアリングの内容については、当方により録音を行うものとする。

　別紙３の「追加資料に係る入札無効条件」に該当する場合は、入札に関する条件に違反した入札として
無効とする。

　また、ヒアリング時に明確な説明・証明に必要と思われる資料は必ず全て持参し、当方の求めに応じて
提示すること。資料を持参しない場合、提示できない場合及び提示された資料が明確な説明・証明になっ
ていない場合等については施工体制評価点を零点とするとともに加算点及び標準点も零点とする場合があ
る。
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【審査項目】

①

②

③

（４） 技術提案の実施に係る確実性の評価

Ⅱ　予算決算及び会計令第86条の調査について

１

    

２

    

３

    

(1) その価格により入札した理由

(2) 契約対象工事附近における手持工事の状況

(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況

(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件）

(5) 手持資材の状況

(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係

(7) 手持機械数の状況

(8) 労務者の具体的供給見通し

(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者

(10) 経営内容

(11) (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認

(12) (9)の公共工事の成績状況

(13) 経営状況（取引金融機関、保証会社等への照会を行う。）

(14) 信用状況（建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他）

(15) その他必要な事項

４

現場管理費

70%

一般管理費等

30%

施工計画を実施するための資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に
構築されると認められるか（様式８－２、様式９－２、様式10－１、様式10－２）

配置予定技術者が必要な資格を有しており、その配置が確実と認められるか（様式５）

　予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、予決令第86条の調査（低入
札価格調査）を実施する。

　ここで、調査基準価格は、Ⅰ.１に記載するとおりである。

　入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、会計
法第29条の６第１項ただし書きの規定により、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。

　低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各
費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を
乗じて得た金額に満たないものに対しては、低入札価格調査の実施に際し、特に重点的な調査（特別重点
調査）を実施する。

直接工事費

75%

共通仮設費

70%

　なお、本工事においては「低入札価格調査対象者の申し込みに係る価格の積算内訳」及び「予定価格の
積算内訳」である同表上欄に掲げる費用の額のうち、「直接工事費の額」は直接工事費からその10分の１
を減じた額とし、「「現場管理費の額」は、現場管理費に直接工事費から減じた直接工事費の10分の１を
加えた額として、特別重点調査の実施の要否を判定する。

　低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調
査を行う。

　特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保
のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格に満たない価格で入札した者
については、審査を特に重点的に行い、下記の項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に
確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。

下請会社、担当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められる
か。（様式４、様式16-1、様式16-2、様式18-1、様式18-2 ）

　上記（２）及び（３）における審査の結果、施工体制評価点に関して満点を付与されない場合にお
ける加算点は施工体制評価点の満点に対する評価点の割合を施工体制評価前の技術提案に対する加算
点に乗じ、小数点第３位を四捨五入した数値をそれぞれの加算点とする。
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５

(1) 当該価格で入札した理由（様式１）

(2) 積算内訳書（様式２－１、様式２－２、様式２－３、様式３）

(3) 下請予定業者等一覧表（様式４）

(4) 配置予定技術者名簿（様式５）

(5) 手持ち工事の状況（様式６－１、様式６－２）

(6) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（様式７）

(7) 手持ち資材の状況（様式８－１）

(8) 資材等購入予定先一覧（様式８－２）

(9) 手持ち機械の状況（様式９－１）

(10) 機械等リース元一覧（様式９－２）

(11) 労務者の確保計画（様式10－１）

(12) 科目別労務者配置計画（様式10－２）

(13) 建設副産物の搬出地（様式11）

(14) 建設副産物の搬出及び資機材等の搬入・搬出に関する運搬計画書（様式12）

(15) 品質確保体制（品質管理のための人員体制）（様式13－１）

(16) 品質確保体制（品質管理計画書）（様式13－２）

(17) 品質確保体制（出来形管理計画書）（様式13－３）

(18) 安全衛生管理体制（安全衛生教育等）（様式14－１）

(19) 安全衛生管理体制（点検計画）（様式14－２）

(20) 安全衛生管理体制（仮設設置計画）（様式14－３）

(21) 安全衛生管理体制（交通誘導警備員設置計画）（様式14－４）

(22) 誓約書（様式15）

(23) 施工体制台帳（様式16-1）

(24) 施工体系図（様式16-2）

(25) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（様式17）

６

７

８

９

10

11

　５の資料の提出後、速やかに、入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳
格に確認するため、入札者の責任者（支店長、営業所長等をいう。）から事情聴取を行う。なお、事情聴
取の日時及び場所は対象となる者に追って通知する。

　特別重点調査は、施工体制確認型総合評価における評価値の最も高い者のほか、４の基準に該当する複
数の者について並行して行うことがある。この場合、調査の対象者は、これに協力しなければならない。

　５及び６の資料を期限までに提出しない場合又は９の事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力
しない場合は、〇〇〇〇〇〇局競争契約入札心得第７条第２項の規定に違反するものとして入札を無効と
する。

　３に基づく調査の内容のうち、特に次の内容について重点的に調査を行うため、４に定める特別重点調
査の対象者は、原則として、特別重点調査を行う旨の連絡を受けた日の翌日から起算して７日以内に次に
定める様式による資料及びその添付書類を提出すること。また、施工体制確認型総合評価においてⅠ.２
に基づき提出した資料と異なる内容を記載しないこと。

　なお、次に定める資料については、「施工体制確認型総合評価」及び「特別重点調査」作成要領に基づ
き作成するものとする。

必要に応じ、５以外の説明資料の提出を求めることがある。

特別重点調査の対象者は、５及び６の資料のほか、契約の内容に適合した履行が可能であることを立証す
るために必要と認める任意の書類をあわせて提出することができる。

　５の資料については、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。ただし、５の資料の補正等を行う
べき旨の教示を受けた場合は、所定の期限までに原則として１回に限り再提出等を行うことができる。
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12

13

14

15

16

　特別重点調査において、その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注する意思を示した入札者があ
る場合は、公正取引委員会にその意思を示した入札者に関する情報、その見積もった施工費用の額、様式
15による誓約書など関係情報の通報を行う。

　また、その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注した者がある場合は、その受注者に関する情報
その他特別重点調査で提出のあった資料を建設業許可部局に対し通報するとともに、その受注者に関する
情報、受注者の見積もりによる施工費用の額等を〇〇〇〇〇局のホームページにおいて公表
する。

　特別重点調査の結果は、公表することがある。

　特別重点調査で提出された資料等は、契約締結後に監督職員に引き継ぐものとし、監督員が施工体制台
帳及び施工計画書の内容についてヒアリングを行った結果、それらが特別重点調査時の内容と異なる場合
は、その理由等について確認を行う。

　特別重点調査を経て契約を行った工事については、工事完成後に行う工事コスト調査を厳格に行う。

　特別重点調査の対象者が当該調査において虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった
場合又は13に記載する重点的な監督及び14に記載する工事コスト調査の結果内容と入札時の特別重点調査
の内容とが著しく乖離した場合（合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。）は、工事成績評定に厳格
に反映するとともに指名停止措置を講ずることがある。
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【 別紙３】 施工体制確認型　追加資料等に係る入札無効要件

3

5

1

2

4

未提出であると認
めらる場合（未提
出であると同視で
きる場合を含む）

6

類　　　型

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

No.

(1)

(2)

記載すべき事項が
欠けている場合

添付すべきでない
書類等が添付され
ていた場合

(1)

(1)

(2)

(3)

記載すべき事項に
誤りがある場合

(1)

(2)ヒアリング

指定の期日までに全ての資料が提出されない場合

発注者名に誤りがある場合(但し、誤字等の軽微な誤りは除く）又は記載がない場合

発注件名に誤りがある場合（但し、誤字等の軽微な誤りは除く）、又は記載がない場
合

提出業者名に誤りがある場合（但し、誤字等の軽微な誤りは除く）、又は記載がない
場合

ヒアリングに応じない場合

配置予定技術者がヒアリングに参加しない場合
（申請された配置予定技術者が複数の場合は、発注者が指定する１名がヒアリングに
参加しない場合。）

指定の時刻までにヒアリング出席者が集まらずヒアリングができない場合(3)

他の工事の関係資料等、無関係な資料が添付されていた場合

資料の全部又は一部が提出されていない場合

求められた資料とは無関係な書類である場合

他の工事の資料である場合

白紙である場合

資料に代表者（年間委任状により委任を受けた者の印を含む。）の押印がない場合

入札を無効とする場合

資料が特定できない場合

他の入札参加者の様式等を入手し、使用している場合

求められた資料の全部又は一部が記載されていない場合

入札説明書及び競争参加確認通知書に指定された項目を満たしていない場合
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【 別紙４ 】 工事成績相互利用登録発注機関の登録内容

（１）中央官庁営繕担当課長連絡調整会議構成員

中央官庁 発注機関・部署等 工事種別 時期

衆議院 衆議院庶務部営繕課及び電気施設課 全ての工事
平成23年4月1日以降に完成し
た工事

参議院
参議院事務局管理部営繕課、電気施設
課

全ての工事
平成21年4月1日以降に完成し
た工事

最高裁判所 最高裁判所及び各高等裁判所 全ての工事
平成19年7月1日以降に発注手
続を行う工事

国立国会図書館
国立国会図書館総務部会計課及び国立
国会図書館関西館総務課

全ての工事
平成24年4月1日以降に完成し
た工事

内閣府大臣官房会計課

内閣総務官室（会計担当）

沖縄総合事務局開発建設部営繕課 全ての工事
平成19年4月1日以降に完成し
た工事

警察庁長官官房会計課 全ての工事
平成21年8月1日以降に契約し
た工事

警察大学校、科学警察研究所、皇宮警
察本部、各管区警察局、各管区警察学
校、北海道警察情報通信部及び東京都
警察情報通信部

警視庁及び各道府県警察本部の発注に
係る工事のうち支出負担行為担当官が
発注するもの

平成22年4月1日から平成24年3
月31日までに完成した工事
（請負代金の総額（当初工
事，変更工事及び追加工事の
請負代金額を合算した額。以
下同じ。）が4,500 万円以上
の建築一式工事又は請負代金
の総額が1,500 万円以上のそ
の他工事）

平成24年4月1日以降に完成し
た工事

外務省 大臣官房会計課
国内において施工する全ての工事（電
気、ガス、水道、電話の引込工事又は
修繕等は除く）

平成21年4月1日以降に完成し
た工事

大臣官房会計課、大臣官房文教施設企
画部、国立教育政策研究所、科学技
術・学術政策研究所、日本学士院、文
化庁、スポーツ庁

平成20年4月1日以降に契約す
る工事

国立大学法人等（別添参照） 別添参照

厚生労働省 厚生労働省
建築工事、建築設備工事その他営繕事
業に付随する工事

平成20年4月1日以降に発注し
た工事

農林水産省

農林水産省大臣官房経理課
（～H27.9.30)
農林水産省大臣官房予算課
（H27.10.1～)

全ての工事
平成19年4月1日以降に完成し
た工事

法務省
法務省大臣官房施設課及び各法務局、
検察庁、行刑施設、少年施設、鑑別
所、観察所、入国管理局、公安調査局

全ての工事

文部科学省
全ての工事（電気、ガス、上下水道等
の負担金に係る部分は評定対象外）

公共建築工事に関する工事成績の相互利用にあたり、各発注機関から登録いただいた参加範囲（当該相互利用に供する工事）は以
下のとおりです。（平成〇〇年〇月〇日現在）

内閣府
（内閣官房）

一般競争契約に係る全ての工事
平成22年4月1日以降に公告す
る工事

警察庁

全ての工事
平成22年4月1日以降に契約し
た工事
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中央官庁 発注機関・部署等 工事種別 時期

国土交通省

航空局空港技術課（旧空港安全・保安
対策課、旧技術企画課、旧建設課を含
む。）、地方航空局空港部建築室（旧
土木建築課を含む。）及び機械課並び
に航空交通管制部施設運用管理官（旧
施設課を含み、旧航空灯火・電気技術
室を除く。）

全ての工事

平成19年4月1日以降に完成し
た工事（平成19年4月1日以前
に発注した、多年度債務負担
による工事を除く）

環境省

自然環境局、各国民公園等管理事務
所、各地方環境事務所、各都道府県の
自然公園等事業担当部（局）（環境省
から施行委任したものに限る）

建築工事、電気設備工事、機械設備工
事

平成20年4月1日以降に発注す
る工事

① 北海道、東北、北関東、南関東、近
畿中部、中国四国、九州、沖縄各防衛
局（旧防衛施設局を含む。）及び帯
広、東海、熊本各防衛支局（旧防衛施
設支局を含む。）

② 本省内部部局、防衛大学校、防衛医
科大学校、防衛研究所、統合幕僚監
部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航
空幕僚監部、情報本部、防衛監察本
部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自
衛隊、防衛装備庁

（２）全国営繕主管課長会議構成員

都道府県
政令市

発注機関・部署等 工事種別 時期

石川県 石川県土木部営繕課 全ての工事
平成19年7月1日から平成23年3
月31日までに完成した工事
（契約額１億円以上の工事）

防衛省 建築工事、設備工事、通信工事

① 平成19年8月1日以降に完成
した工事
② 平成28年4月1日以降に完成
した工事
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＜別添＞

国立大学法人等

法人類型 時期

平成20年4月1日以降に契約し
た工事

人間文化研究機構

自然科学研究機構

情報・システム研究機構

国立高等専門学校

平成22年9月1日以降に完成し
た工事

平成22年10月1日以降に完成し
た工事

平成23年4月1日以降に契約す
る工事

平成24年10月1日以降に完成し
た工事

独立行政法人等

国立文化財機構

宇宙航空研究開発機構

日本スポーツ振興センター

日本学生支援機構

全ての国立高等専門学校

科学技術振興機構
（請負金額が5,000万円を超える競争に付した工事）

国立青少年教育振興機構

日本芸術文化振興会

日本原子力研究開発機構

核融合科学研究所

岡崎統合事務センター

国立大学法人

大学共同利用機関
法人

国立歴史民俗博物館

国文学研究資料館

国立国語研究所

国際日本文化研究センター

総合地球環境学研究所

国立民族学博物館

本部事務局

法人名称・発注機関等（工事規模）

東北大学（請負代金額2,000万円を超える工事）

弘前大学
（請負代金額1,000万円を超える工事：平成28年度以前に発注した工事が対象）
（請負代金額  500万円を超える工事：平成29年度以降に発注した工事が対象）

上記以外の国立大学法人

本部事務局

国立天文台

国立遺伝学研究所

国立科学博物館

大学改革支援・学位授与機構

高エネルギー加速器研究機構

本部事務局

国立極地研究所

国立情報学研究所

統計数理研究所
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評価 評価
仮点 仮点

①基礎ぐい工事の品質確保に関する技
術的な工夫

20 5 0 0

内容
・杭打設の鉛直精度確保のため、円柱構造物の中心軸を計測可能な杭打設ナビゲー
ションシステム「くいナビ」（ＮＥＴＩＳ　ＫＴ－１４００１０－ＶＥ）を使用する。

良 ・標準案どおり施工する。
標

準

効果

・従来の２方向からのトランシット測定ではなく、「くいナビ」を使用することで杭芯のず
れや前後左右の杭の傾きを計測し、三次元解析・確認ができる。
・専門技術員が杭芯のずれ・杭の傾き・補正量をオペレーターに即座に指示、誘導管
理することで、杭打設の鉛直精度確保ができる。

5 ・標準案どおり施工する。 0

20 5 0 0

内容
・コンクリート打設時、コンクリート締固め不足を防止するため、スパイラル型内部振動
機（ＮＥＴＩＳ　ＫＴ－１１００５４－ＶＥ）を使用する。

良 ・冬期の養生温度の確保を確保する。
標

準

効果

・らせん状の凹凸により、振動伝幡効率向上と振動伝幡の方向性付与が行われて気
泡抜けが促進され、コンクリートの充填性が高まり、品質が向上する。
・回転方向の切り替えが可能なため、振動伝幡方向の切替が可能となり、振動機が
鉄筋に噛み込んだ場合に抜けやすく、施工性が向上する。

5 ・コンクリート打設後、ブルーシートで覆い、ジェットヒーターにて採暖養生
を行い品質確保する。

0

40 10 20 5

内容

【工場加工】
・完全溶込み溶接部の第三者検査機関での検査数量は、設計図書、公共建築工事
標準仕様書に定める数量の抜取り検査とされているが、鉄骨工場加工にて加工する
鉄骨の完全溶込み溶接部は、第三者検査機関での全数（１００％）超音波探傷試験を
行う。

良 ・鉄骨建入れ精度確保するため、鉄ダンゴを使用する。 良

効果
・完全溶込み溶接は、鉄骨加工工場での自主検査（全数）に加え、第三者検査機関に
て、全数（１００％）超音波探傷試験を行うことで、工場加工の品質が確保できる。

5 ・従来のモルタル施工と比べ、柱脚レベル精度が高くなるため、建方精度
が向上する。また、天候に左右されることがないため、工期短縮できる。

5

内容
【現場加工】
・トルシア形高力ボルトのマーキング作業時に、ボルトマーキングスプレー線引き屋
（ＮＥＴＩＳ　ＫＴ－１５００７０－Ａ）を使用する。

良 ・標準案どおり施工する。
標

準

効果

・従来の手書き作業によるマーキング方法に比べ、真っすぐで画一的かつ確実なマー
キングを施すことが可能になり、トルシア形高力ボルト本締め後のマーキングのずれ・
とも回り・軸回り・ナット回転量の目視検査が正確にでき、本締め作業の施工品質確
保ができる。

5 ・標準案どおり施工する。 0

40 10 0 0

内容
【騒音抑制】
・工事エリアに隣接する寄宿舎３号棟及び食堂棟との境に設置する指定仮設仮囲い
の内側（現場側）に防音シートを張る。

良 ・低騒音型掘削機（バックホウ）を使用する。
標

準

効果
・鋼製仮囲いの内側（現場側）に防音シートを張ることで約１２ｄＢ減音する効果が得ら
れる。※弊社工事実績「新たな総合リハビリテーション病院・こども医療福祉センター
（仮称）新築その２工事」

5 ・重機からの騒音を抑制することができる。 0

内容

【粉塵抑制】
・工事エリア、及び仮設通路部に粉塵防止剤フライネットＲ（旧ＮＥＴＩＳ番号　ＫＴ－０６
０１３９－ＶＥ）を散布する。
　・散布頻度：６ヶ月に１回散布する。　　・散布量：㎡あたり １．５ｋｇ（１０倍希釈液）
　・散布方法：散布用ポンプで均等に散布する。

良 ・標準案どおり施工する。
標

準

効果

・工事施工に先立ち粉塵防止剤を散布することで、粉塵防止効果（飛散状況比較試験
で風速１０ｍ／秒で砂が飛散しない）を6ヶ月以上維持できる。
・なお、この製品は主原料にバイオマスである天然高分子樹脂を使用しており、環境
対応型粉塵防止剤であるため、人体及び植栽に対し、安全である。
※弊社施工実績「新たな総合リハビリテーション病院・こどもし医療福祉センター（仮
称）新築その２工事」、「富山県立大学看護学部エントランス棟新築工事」

5 ・標準案どおり施工する。 0

提案
２

判定

④評価点
／仮点計

④ 現場内で発生する騒音、振動及び粉
塵の抑制に関する技術的な工夫
（２提案　配点４０点）

(標準案）
設計図面、特記仕様書及び標準仕様書
による。

提案
１

判定

提案
２

判定 標準的な施工方法以上である。 標準的な施工方法である。

標準的な施工方法以上である。 標準的な施工方法である。

標準的な施工方法以上である。 標準的な施工方法である。

提案
１

③評価点
／仮点計

②コンクリート工事の品質確保に関する
技術的な工夫
（１提案　配点２０点）

(標準案）
設計図面、特記仕様書及び標準仕様書
による。

②評価点
／仮点計

標準的な施工方法である。仕様書に指定されていない品質管理システムであり、標準的な施工方法以上である。

標準的な施工方法以上である。 標準的な施工方法である。

（１提案　配点２０点）

(標準案）
設計図面、特記仕様書及び国土交通大
臣官房営繕部監修「公共建築工事標準
仕様書（建築工事編）平成28年度版」（以
下「標準仕様書」という。）による。

判定

提案

提案

判定

総合評価方式（標準型）　施工に係る技術提案　評価表

③ 鉄骨工事（工場加工、現場加工）の品
質確保に関する技術的な工夫
（２提案　配点４０点）

(標準案）
設計図面、特記仕様書及び標準仕様書
による。

平成〇〇年度工事

施工上の課題

Ａ 共同企業体 Ｂ共同企業体

技術提案 技術提案

評価点計 120 0(無効：課題①の提案がないため）

①評価点
／仮点計

判定 標準的な施工方法以上である。 標準的な施工方法以上である。
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工事請負契約書

１ 工 事 名 ○○庁舎改修建築その他工事

２ 工 事 場 所 東京都千代田区○○○－○－○

３ 工 期 平成○年○月○日から
平成○年○月○日まで

４ 請負代金額 ￥〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇．－
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額） ￥〇,〇〇〇,〇〇〇．－

５ 技術提案

外部アルミ製建具かぶせ工法の現場での施工に係わる品質の取組みに関する技術提案

提案を求めた項目 採用された提案内容

外部既存アルミ製建具 ○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
をかぶせ工法で新規アル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ミサッシを取り付けるに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
あたり、その取付け精度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
の確保や、作業中におけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
る技能者の配備等につい ・・・・・・・・・・・・・・・・・
て、標準案以上に配慮し
た品質管理の取組みを具
体的に提案する。

外部建具取外し時における室内の安全性、防犯性及び第三者に対する安全に配慮した取
組みに関する技術提案

提案を求めた項目 採用された提案内容

外部建具取外し時にお ○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ける室内の備品や資料等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
については、強風雨や侵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
入者等による紛失及び盗 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
難防止を図る。併せて施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
設利用者等の第三者に対 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
する安全に配慮した取組
みを具体に提案する。

工事騒音の低減に関する取組みに関する技術提案

提案を求めた項目 採用された提案内容

工事中の機械器具から ○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
の発生音、解体時の破砕 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
音等の低減について、標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
準案より配慮した取組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
を具体に提案する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

262

shimono-e28y
テキストボックス
（様式例７：　技術提案に関する内容を契約書に記載した例）

tokuo-e2np
四角形



59

本工事に関わる建設副産物の３R（リデュース、リユース、リサイクル）についての取
組みに関する技術提案

提案を求めた項目 採用された提案内容

当該工事を実施するに ○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
当たり、建設副産物の ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「現場発生の抑制」、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「発生材の再利用」、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「発生材の再資源化」に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ついて、多様な取組みを ・・・・・・・・・・・・・・・・・
促すため、具体的で現実
的な施工計画の提案を行
う。ただし、発注者に引
き渡す発生材は含まな
い。

６ 契約保証金 ￥○○○，○○○，○○○．－

７ 調 停 人 不要

８ 解体工事に要する費用等 別紙のとおり

上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、
別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものと
する。
また、請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者は、別添の共同企業体

協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

平成○年○月○日

発注者 住所 東京都千代田区霞が関○－○－○
支出負担行為担当官
○○省○○局長 ○○ ○○

請負者 住所 東京都○○○○○ ○－○－○
氏名 ○○建設（株）

代表取締役 ○○ ○○
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※契約書本編の第１条から第５５条は省略

附 則

（技術提案内容の履行義務）

第１条 乙は、契約書記載の技術提案の内容（以下「技術提案内容」という。）を履行しなければ

ならない。

（技術提案内容が履行されない場合の措置）

第２条 乙の責に帰すべき事由により技術提案内容が履行されない場合、甲は、当該履行を、期限

を定めて乙に請求する。

２ 前項により請求した期限内に、乙が技術提案内容の履行をしない場合は、甲は第４項及び第５

項に定める措置をとるものとする。

３ 乙から技術提案内容の履行について協議をしたい旨の申し出があり、甲及び乙が協議した結果、

甲が当該履行が困難である又は合理的でないと認めた場合は、甲は第４項及び第５項に定める措

置をとるものとする。

４ 乙が技術提案内容を履行することができない項目について、次式により当該項目に係る加
算点分相当額を算出し、請負代金額からこの加算点分相当額を減額する。

加算点分相当額＝Σ{履行できない項目の加算点×入札価格／（標準点＋各項目の加算点
の合計）}

外部アルミ製建具かぶせ工法の現場での施工に係わる品 加算点
質の取組みに関する技術提案
外部既存アルミ製建具をかぶせ工法で新規アルミサッシを
取り付けるにあたり、その取付け精度の確保や、作業中に ０
おける技能者の配備等について、標準案以上に配慮した品
質管理の取組みを具体的に提案する。
外部建具取外し時における室内の安全性、防犯性及び第 加算点

三者に対する安全に配慮した取組みに関する技術提案
外部建具取外し時における室内の備品や資料等について
は、強風雨や侵入者等による紛失及び盗難防止を図る。併 ４
せて施設利用者等の第三者に対する安全に配慮した取組み
を具体に提案する。
工事騒音の低減に関する取組みに関する技術提案 加算点
工事中の機械器具からの発生音、解体時の破砕音等の低減 ４
について、標準案より配慮した取組みを具体に提案する。
本工事に関わる建設副産物の３R（リデュース、リユー 加算点

ス、リサイクル）についての取組みに関する技術提案
当該工事を実施するにあたり、建設副産物の「現場発生

の抑制」、「発生材の再利用」、「発生材の再資源化」に
ついて、多様な取組みを促すため、具体的で現実的な施工 ０
計画の提案を行う。ただし、発注者に引き渡す発生材は含
まない。

５ 前項の場合においては、入札説明書の定めるところにより本工事に係る工事成績評定点を
減ずる。
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